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第１章 総 論 

 

１ 計画策定の主旨 

  一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の主旨は、次のとおりである。  

 
 

本計画は、南房総市における一般廃棄物（ごみ）処理に係る長期的視点に立っ 

た基本方針を明確にするものである。 

 

南房総市（以下「本市」という。）では、平成 20 年 3 月に一般廃棄物処理基本

計画を策定し、市民・事業者・行政の３者が一体となり、３Ｒ「リデュース：発生

抑制、リユース：再使用、リサイクル：再生利用」の推進に向けた様々な取り組み

を行ってきた。 

本市のごみの排出量は、やや減少傾向であるが、これは人口の減少によるものば

かりではなく、近年の社会経済情勢や大量生産、大量消費を基調とする社会からの

脱却を図る動きによるものと考えられるが、収集費や処理経費が削減されるほどの

減量とはなっていない。また、一方では、天然資源の枯渇や地球温暖化など、地球

規模での環境問題も生じている。  

更に本市の内房地区の中間処理施設（焼却施設）である、鋸南地区環境衛生組合

（以下「鋸南衛生組合」という。）大谷クリーンセンターが稼働開始後 29 年を経過

し、老朽化が進んでいるため、更新が必要な時期となっている。また、外房地区の

白浜清掃センターは、平成 14 年 12 月に焼却を休止し、千倉清掃センターは、平

成 20 年 1 月に焼却を休止し、民間委託処理を行っている。  

国においては、「環境基本法」や「循環型社会形成推進基本法」の制定をはじめ、

「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下「資源有効利用促進法」という。）、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）等、循環

型社会の実現に向けた様々な法律の整備が進められている。また、「廃棄物の減量

その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本

的な方針（平成 13 年環境省告示第 34 号）」が平成 17 年 5 月に改正され、一般

廃棄物処理の有料化の推進、廃プラスチック類の熱回収、災害時における廃棄物処

理体制の整備の必要性などが新たに示されている。  

さらに、循環型社会形成推進基本法に基づき策定された循環型社会形成推進基本

計画（平成 20 年 3 月 25 日閣議決定）において、各種の取り組みや目標等を定め

ている。 

千葉県においては、「千葉県環境基本計画」（平成 20 年３月）を定める一方、循

環型社会形成に向けて、「ちば 21 ごみゼロプラン」(第二次千葉県のごみの減量化

と再資源化を進める基本方針)を定め、千葉県として目指すべき循環型社会のあり方

を示している。 



 2 

＜地方自治法＞

　　　　＜環境基本法＞

＜総合計画＞

＜一般廃棄物処理計画＞

　　　　＜廃棄物の処理及び清掃に関する法律＞

基本構想

実施計画

基本計画 一般廃棄物処理基本計画

一般廃棄物処理実施計画

ごみ処理基本計画

生活排水処理基本計画

ごみ処理実施計画

生活排水処理実施計画

南房総市環境基本計画

本市では、「南房総市総合計画」において、本市が目指す都市像を「ひと・ゆめ・

みらい 地域で創る魅力の郷 南房総」としている。この中で「３Ｒ活動の推進」

及び「ごみ処理施設の整備推進」を目指している。  

このような背景から、本市では一般廃棄物処理に関して必要な施策を推進するた

めの総合的かつ中長期的な計画として、「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（以下

「本計画」という。）を策定し、循環型社会の実現を目指す。  

 

２ 計画の位置づけ 

廃棄物処理法第 6 条第 1 項において、「市町村は、当該市町村の区域内の一般

廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。」としている。また、策定に

あたっては、「地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）の基本構想に即して定める

ものとする。」（同条第 3 項）、「関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と

調和を保つよう努めなければならない。」（同条第 4 項）としている。 

さらに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第

35 号）第 1 条の 3 では、「一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する

基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度

の事業について定める実施計画により、定めるものとする。」としている。  

以上に基づき、本計画を策定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 一般廃棄物処理基本計画の位置づけ  
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３ 計画対象区域 

本計画の対象区域（計画処理区域）は、本市全域とする。  

 

 

４ 計画期間 

ごみ処理基本計画策定指針では、計画目標年度は計画策定時より 10～15 年程度

とされている。 

  したがって、本計画は平成 23 年度を初年度とし、15 年後の平成 37 年度を計

画目標年度とする。 

  なお、計画は概ね 5 年ごとに見直しを行うこととする。  

  また、社会経済情勢や廃棄物・リサイクルに関する法律の整備、施設整備事業の

進捗状況など、必要に応じて、計画期間内であっても計画の見直しを行うものとす

る。 

 

 

本計画の計画目標年度 

 

  

      ごみ処理基本計画 平成３７年度 

       （中間目標年度 平成２７年度及び平成３２年度） 

  

 

  なお、本計画の基準年度は、平成 22 年度とする。 

そのため、本計画では中間目標年度及び目標年度における減量化、資源化等の計

画目標数値は、平成 22 年度を基準とした割合を用いる。 

 

 

 

 

基準年度
平成22年度

本計画策定
平成23年度

中間目標年度
平成27年度
平成32年度

計画目標年度
平成37年度
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館山市
南房総市

鴨川市鋸南町

富津市

君津市

木更津市

袖ヶ浦市 市原市

大多喜町

勝浦市

いすみ市

茂原市

東金市

山武市

銚子市

旭市

匝瑳市

香取市
成田市

千葉市

野田市

流山市

松戸市

市川市

浦安市

我孫子市

柏市

習志野市

佐倉市

印西市
白井市

鎌ヶ谷市

八千代市

船橋市

第２章 地域の概況 

 

１ 南房総市の位置及び沿革 

本市は、千葉県の南端に位置し、東及び南は太平洋に面し、西は館山市及び東京

湾、北は鋸南町と鴨川市に接している。また、北側には県下最高峰の愛宕山をはじ

め，富山など 300 メートル以上の山が連なっており、3 方を海に囲まれた海岸線

は，南房総国定公園に指定されている。 

 本市は，平成 18 年 3 月 20 日に安房郡富浦町、富山町，三芳村，白浜町，千倉

町，丸山町，和田町の 6 町 1 村が、その区域をもって合併した。  

 気候は，沖合を流れる暖流の影響により冬は暖かく夏は涼しい海洋性の温暖な気

候で、四季折々に咲き乱れる花々などの豊かな自然資源と、古代から近代に至る遺

跡や社寺などの歴史的資源を有している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 千葉県に於ける本市の位置 
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本市の位置と面積を表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 本市の位置と面積 

位  置 総面積 

東 経 北 緯 ｋ㎡ 

東経 139 度 50 分 北緯 35 度 2 分 230.22 

       （出典：千葉県資料等） 

 

２ 人口及び世帯数の推移 

  過去 10 年間の人口及び世帯数の推移を表 2-2 及びグラフ 2-1 に示す。 

本市の人口は、減少傾向にあるが、世帯数は増加傾向にあるため、1 世帯あたり

の人口は、減少しつつある。  

 

表 2-2  人口及び世帯数の推移（各年度 3 月 31 日人口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：南房総市統計書） 

 

グラフ 2-1  人口及び世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人 人 人 世帯 人/世帯

平成14年度 47,152 385 47,537 16,693 2.85

平成15年度 46,835 457 47,292 16,828 2.81

平成16年度 46,216 372 46,588 16,944 2.75

平成17年度 45,729 259 45,988 16,826 2.73

平成18年度 45,152 366 45,518 16,872 2.70

平成19年度 44,614 388 45,002 16,992 2.65

平成20年度 43,963 420 44,383 17,062 2.60

平成21年度 43,424 436 43,860 17,109 2.56

平成22年度 42,943 430 43,373 17,154 2.53

世帯数
１世帯当
たり人口年度

住民基本
台帳（A）

外国人登録
人口（B）

総人口
（A＋B）

47,537 47,292 46,588 45,988 45,518 45,002 44,383 43,860 43,373

16,693 16,828 16,944 16,826 16,872 16,992 17,062 17,109 17,154

2.85 2.81
2.75 2.73 2.70 2.65 2.60 2.56 2.53

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

人口、世帯数

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

3.1

人/世帯

総人口 世帯数 １世帯当たり人口
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年度 人口 年度 人口 年度 人口 年度 人口 年度 人口

H13 48,003 H18 45,518 H23 43,180 H28 42,417 H33 41,857

H14 47,537 H19 45,002 H24 43,004 H29 42,293 H34 41,761

H15 47,292 H20 44,383 H25 42,841 H30 42,175 H35 41,669

H16 46,587 H21 43,860 H26 42,690 H31 42,064 H36 41,580

H17 45,988 H22 43,373 H27 42,549 H32 41,958 H37 41,488

３ 将来人口の予測 

  本市の将来人口の予測をトレンド法（注 1）で行った。その結果を表 2-3 及びグ

ラフ 2-2 に示す。 

本市の人口は、漸減傾向ではあるが、最近は、やや落ち着いている。そのため、

予測の相関係数は低いが、べき曲線の減少が、平成 23 年度から続くものとした。  

この結果、平成 37 年度に 41,488 人となる。 

 

       表 2-3 将来人口予測結果      （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

    注 2）各年度 3 月 31 日現在の実績値及び予測値を示す。  

 

グラフ 2-2 本市の将来人口予測結果（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   計画目標年度の人口は、次のとおりとし、計画収集人口も同様の人口とする。  

 

平成３７年度  ４１,４８８ 人（本計画目標年度） 

 

注1） トレンド法とは、過去の実績から 1 次傾向線、2 次傾向線、1 次指数 

曲線、べき曲線及びロジスティック曲線を用いて将来の値を予測し、相関係  

数が上位または、過去の傾向に最も整合した曲線を選び、その結果を予測値  

とする方法である。 

   なお、第４章で行うごみ量の将来予測もこの方法で行っている。  
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４ 産業別人口 

  産業別就業人口の推移を表 2-４及びグラフ 2-3 に示す。第 3 次産業人口が最も

多く、平成 17 年度で全体の約 57.5％を占めている。 

 

表 2-4 産業別就業人口  （単位：人） 

 

 

 

 

 

                （出典：南房総市統計書） 

 

グラフ 2-3 平成 2 年から平成 17 年の産業別就業人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 交 通 

  本市の主要国道は、国道 127 号、国道 128 号及び国道 410 号線であり、平成

9 年に開通した東京湾アクアラインに続き、東関東自動車道館山線が平成 19 年 7

月 4 日には全線開通となり、東京圏から南房総がより身近になり半島性の解消が期

待できるようになった。また、鉄道は、ＪＲ内房線が通っており、市内には岩井駅、

富浦駅、千倉駅、千歳駅、南三原駅、和田浦駅がある。  

 

 

６ 観 光 

本市には、文化財が多くまた、表 2-5 に示すように観光拠点も多い。さらに気

候が温暖で交通の便が良くなったため、年間の観光客数は、表 2-6 に示すように

年間 500 万人を越える。 

 

 

H2 H7 H12 H17

27,454 26,882 25,080 23,348

第１次産業 8,645 7,669 6,509 5,838

第２次産業 5,445 5,237 4,780 4,076

第３次産業 13,364 13,976 13,791 13,434

総　　数

5,838

5,445 5,237
4,780

4,076

13,364 13,976
13,791

13,434

26,882
25,080

23,348

6,5097,6698,645

27,454

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H2 H7 H12 H17

人 第１次産業 第２次産業 第３次産業
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表 2-5 本市の観光の拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

               （出典：南房総市市勢要覧）  

  

表 2-6 本市の年間観光客数  （単位：千人） 

 

 

                       （出典：南房総市統計書） 

 

７ 土地利用 

平成 18 年から平成 21 年の、本市の土地利用状況を表 2-7 に示す。なお、各年

1 月 1 日の値である。 

 

表 2-7 土地利用状況の推移（単位：千 m2） 

 

 

 

 

 

                           （出典：南房総市統計書） 

 

 

H15 H16 H17 H18 H19 H20

観光客数 6,564 5,318 5,358 4,527 5,151 5,062

総数 田 畑 宅地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他

H18 230,222 30,468 20,280 10,616 74 70,055 1,804 14,382 3,516 79,027

H19 230,220 30,611 20,397 10,746 78 71,394 1,813 8,906 3,521 82,754

H20 230,220 30,758 20,412 10,829 79 71,789 2,406 8,946 3,575 81,428

H21 230,220 30,432 20,236 11,296 83 72,074 2,407 8,521 3,541 81,631

名　　　　称 所在地

とみうら枇杷倶楽部（道の駅） 南房総市富浦町青木

おおつの里花倶楽部（道の駅） 南房総市富浦町大津

富楽里とみやま（道の駅） 南房総市二部

三芳村鄙の里（道の駅） 南房総市川田

白浜野島崎（道の駅） 南房総市白浜町滝口

ちくら潮風王国（道の駅） 南房総市千倉町千田

ローズマリー公園（道の駅） 南房総市白子



 9 

第３章 ごみ処理の現況と課題 

  

  本章では、本市のごみ処理の現況を解析し、今後の課題を抽出する。 

 

第１節 ごみ処理体系 

  本市のごみ収集体制は、平成 18 年の合併以前の体制を続けており、内房地区の

「富浦、富山及び三芳」地区、外房地区の「白浜」地区及び「千倉、丸山及び和田」

地区、の収集及び処理体制は異なる。    

 (1) 富浦、富山及び三芳地区  

家庭から排出されるごみの分別区分は、「①可燃ごみ」、「②古紙・布類」、「③空

き缶」、「④空きびん」、「⑤ペットボトル」、「⑥丌燃ごみ」及び「⑦粗大ごみ」で

ある。 

「可燃ごみ」は、鋸南衛生組合の大谷クリーンセンターで焼却処理し、焼却灰

は鋸南衛生組合の青木山一般廃棄物最終処分場に埋立処分している。  

「古紙・布類」は、民間の再生業者に委託し、資源化している。  

「空き缶」は、大谷クリーンセンターで選別、圧縮を行い、資源化しており、

「ペットボトル」は、鋸南衛生組合で収集し、選別は民間委託し、「空きびん」と

ともに容リルートにより資源化している。  

「丌燃ごみ」は、大谷クリーンセンターで選別し、資源化する一方、安房郡市

広域市町村圏事務組合（以下「安房広域」という。）の粗大ごみ処理施設に搬出し

ている。 

「粗大ごみ」は、電話による申し込み制を採用しており、鋸南衛生組合で収集

し、可燃物は大谷クリーンセンターで破砕し、焼却している。丌燃物は、安房広

域の粗大ごみ処理施設に搬出している。  

図 3-1-1 に富浦、富山及び三芳地区のごみの処理フローを示す。  
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注)容リルートとは、（財）日本容器包装リサイクル協会を通して資源化するルー

トのことをいう。 

 

図 3-1-1 鋸南衛生組合のごみの処理フロー  

（富浦、富山及び三芳地区） 
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 (2) 白浜地区 

家庭から排出されるごみの分別区分は、「①可燃ごみ」、「②空き缶」、「③金物類」、

「④空きびん」、「⑤ガラス・せともの類」、「⑥ペットボトル」、「⑦プラスチック

製容器包装」、「⑧その他プラスチック」、「⑨古紙・布類」及び「⑩粗大ごみ」で

ある。 

 「可燃ごみ」は、焼却及び焼却灰の処理を民間業者に委託している。  

「空き缶」、「金物類」、「ガラス・せともの」、「プラスチック製容器包装」、「そ

の他プラスチック」、「古紙・布類」及び「空きびん（活びん）」は、白浜清掃セン

ターで選別等の中間処理を行い、民間の再生業者に委託し、資源化している。一

部資源化できないものは、最終処分として、埋め立てを行っている。  

「ペットボトル」、「空きびん（無色・茶色・その他）」については、白浜清掃セ

ンターで選別等の中間処理を行い、容リルートにより資源化している。  

「粗大ごみ」は、可燃系と丌燃系に分別し、可燃系は破砕等を行い可燃ごみと

して処理している。丌燃系は、安房広域の粗大ごみ処理施設に持ち込み、資源化

している。 

図 3-1-2 に白浜地区のごみの処理フローを示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-2 白浜地区のごみの処理フロー  
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 (3)千倉、丸山及び和田地区  

家庭から排出されるごみの分別区分は、「①可燃ごみ」、「②空き缶」、「③金物類」、

「④空きびん」、「⑤ガラス・せともの類」、「⑥ペットボトル」、「⑦プラスチック

製容器包装」、「⑧その他プラスチック」、「⑨古紙・布類」及び「⑩粗大ごみ」で

ある。 

「可燃ごみ」は、白浜清掃センターに移送された後、焼却及び焼却灰の処理を

民間業者に委託している。  

「空き缶」、「金物類」、「ガラス・せともの」、「プラスチック製容器包装」、「そ

の他プラスチック」、「古紙・布類」及び「空きびん（活びん）」は、千倉清掃セン

ターで選別等の中間処理を行い、民間の再生業者に委託し、資源化している。一

部資源化できないものは、最終処分として、埋め立てを行っている。  

「ペットボトル」、「空きびん（無色・茶色・その他）」については、千倉清掃セ

ンターで選別等の中間処理を行い、容リルートにより資源化している。  

「粗大ごみ」は、可燃系と丌燃系に分別し、可燃系は破砕等を行い可燃ごみと

して処理している。丌燃系は、安房広域の粗大ごみ処理施設に持ち込み、資源化

している。 

図 3-1-3 に千倉、丸山及び和田地区のごみの処理フローを示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3-1-3 千倉、丸山及び和田地区のごみの処理フロー 
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項目
年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 増減率

可燃ごみ 13,035 13,259 13,130 12,739 13,480 11,580 11,867 10,495 9,156 9,498 -27.1%

不燃ごみ 971 1,379 1,443 1,312 574 658 787 870 108 172 -82.3%

粗大ごみ 405 447 453 458 504 503 346 441 272 347 -14.3%

資源ごみ 2,823 2,847 3,059 2,913 3,959 3,131 2,887 3,020 3,244 3,259 15.4%

合　計 17,234 17,932 18,085 17,422 18,517 15,872 15,887 14,826 12,780 13,276 -23.0%

可燃ごみ 664 830 873 846 846 1,209 1,326 1,309 2,551 2,339 252.3%

不燃ごみ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 －

粗大ごみ 15 19 22 16 14 27 0 0 5 29 93.3%

資源ごみ 118 115 112 103 129 102 24 2 191 77 -34.7%

合　計 797 964 1,007 965 989 1,338 1,350 1,311 2,750 2,446 206.9%

 排 出 量 18,031 18,896 19,092 18,387 19,506 17,210 17,237 16,137 15,530 15,722 -12.8%

 集団回収 671 645 389 659 459 0 0 0 0 0 －

 総排出量 18,702 19,541 19,481 19,046 19,965 17,210 17,237 16,137 15,530 15,722 -15.9%

事
業
系

家
庭
系

第２節 ごみの排出量の実績とごみの性状 

 

  本節は、本市の種類別ごみ排出量はどの程度であったか、また可燃ごみの性状 

は、どのような性質であったかを述べる。 

 

１ ごみ排出量の実績 

（用語の定義と計算数値について）  

【原単位】 人口 1 人 1 日当たり排出するごみの量を表す単位（g/人日） 

【排出量】 年間の収集ごみ（家庭系＋事業系）＋持込みごみの合計  

【総排出量】排出量＋集団回収量 

※計算数値について：本節以後の全てのごみ量、原単位等の計算結果は、四捨五

入の関係で、最終桁の数値が、表やグラフにより若干異なる場合がある。  

 

(1) ごみの排出量の実績 

本市の過去 10 年間のごみ排出量実績を表 3-2-1 に示す。また、家庭系ごみ

と事業系ごみの排出量実績をグラフ 3-2-1 に示す。 

① ごみ排出量のうち、90％以上が家庭系ごみであったが、平成 21 年度以後は、

家庭系ごみの割合は８2～84％程度となった。 

② ごみの排出量は、平成 18 年度以降、減少傾向である。  

③ 家庭系ごみは、減少傾向にあり、特に丌燃ごみの減少が大きい。資源ごみは、

増加傾向にある。なお平成 22 年度実績で家庭系ごみの 72％が可燃ごみで

25％が資源ごみである。 

④ 事業系ごみは平成 18 年度、平成 21 年度に大きく増えた。なお、事業系ごみ

は、ほぼ全てが可燃ごみである。  

 

表 3-2-1 過去 10 年のごみ総排出量の実績（単位：t/年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注) 増減率は、平成 13 年度に対する平成 22 年度の値である。（南房総市実績）  
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グラフ 3-2-1 家庭系ごみ、事業系ごみ及び集団回収量の実績（単位：t/年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注) 最も上の数字は、合計量を表す。  
 

(2) ごみの種類別排出量の実績  

 過去 10 年間の本市のごみの種類別排出量実績をグラフ 3-2-2 に示す。 

 ① 全体的には、平成 17 年度をピークに減少傾向にある。  

② 平成 22 年度実績で、可燃ごみが全体の 75％を占め、資源ごみが 21％を占

める。 

③ 丌燃ごみ及び粗大ごみは減少傾向にあるが、ごみ全体に占める割合は、少ない。 

④ 資源ごみは、平成 18 年度以後、年間 3,000～3,400ｔで推移している。 

 

グラフ 3-2-2 種類別ごみ排出量の実績（単位：ｔ/年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注) 最も上の数字は、合計量を表す。  

 

(3) ごみの排出量原単位 

本市の過去 10 年間のごみ排出量原単位の実績を表 3-2-2 に示す。 

 ① 排出量原単位は減少傾向にあり、全国及び千葉県の原単位よりやや低い。  

② 家庭系ごみ原単位は、減少傾向である。可燃ごみ、丌燃ごみ、粗大ごみともに
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項目
年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 増減率

可燃ごみ 744.0 764.2 760.6 749.2 803.1 697.0 722.5 647.8 571.9 600.0 -19.4%

不燃ごみ 55.4 79.5 83.6 77.2 34.2 39.6 47.9 53.7 6.7 10.9 -80.3%

粗大ごみ 23.1 25.8 26.2 26.9 30.0 30.3 21.1 27.2 17.0 21.9 -5.2%

資源ごみ 161.1 164.1 177.2 171.3 235.9 188.5 175.8 186.4 202.6 205.9 27.8%

合　計 983.6 1,033.6 1,047.6 1,024.6 1,103.2 955.4 967.3 915.1 798.2 838.7 -14.7%

可燃ごみ 37.9 47.8 50.6 49.8 50.4 72.8 80.7 80.8 159.3 147.7 289.7%

不燃ごみ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 －

粗大ごみ 0.9 1.1 1.3 0.9 0.8 1.6 0.0 0.0 0.3 1.8 100.0%

資源ごみ 6.7 6.6 6.5 6.1 7.7 6.1 1.5 0.1 11.9 4.9 -26.9%

合　計 45.5 55.5 58.4 56.8 58.9 80.5 82.2 80.9 171.7 154.5 239.6%

 排 出 量 1,029.1 1,089.1 1,106.0 1,081.4 1,162.1 1,035.9 1,049.5 996.0 969.9 993.2 -3.5%

 集団回収 38.3 37.2 22.5 38.8 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 －

 総排出量 1,067.4 1,126.3 1,128.5 1,120.2 1,189.4 1,035.9 1,049.5 996.0 969.9 993.2 -7.0%

1,060.0 1,062.0 1,056.0 1,040.0 1,126.0 1,113.0 1,080.0 1,037.0 999.0 － －

1,128.0 1,124.0 1,106.0 1,086.0 1,131.0 1,116.0 1,059.0 1,033.0 994.0 － －

 千葉県原単位

事
業
系

 全国原単位

家
庭
系

減少し、家庭系ごみ全体で 14.7％減少した。資源ごみは、増加傾向である。  

③ 事業系ごみ全体の原単位は、増加傾向にあり、特に平成 21 年度以後の増加が

大きい。事業系ごみのほとんどを占める可燃ごみの増加が大きい。 
  

  （参考）ごみ排出量原単位の比較（本市は平成 22 年度、国・県は平成 21 年度） 

区  分 南房総市 千葉県 全国 

排出量原単位（g/人日） 993  ９９９   ９９４  

 

表 3-2-2 過去 10 年のごみ排出量原単位実績（単位：g/人日） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注) 増減率は、平成 13 年度に対する平成 22 年度の値である。 
 

グラフ 3-2-3 過去 10 年のごみ総排出量原単位の実績（単位：g/人日） 
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２ ごみの性状 

本市の内房地区のごみ処理を行っている鋸南衛生組合では、可燃ごみのごみ質調

査を年 4 回行っており、その結果を示す。  

  

(1) 可燃ごみのごみ組成 

   平成 22 年度の可燃ごみ中の種類別組成の平均値をグラフ 3-2-4 に示す。 

全体的には紙・布類が最も多く 40％以上を占め、次いでビニール類が多い。  

 

グラフ 3-2-4 可燃ごみのごみ組成（平成 22 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 可燃ごみの三成分と低位発熱量  

    可燃ごみ中の三成分（可燃分、水分、灰分）及び低位発熱量の各年度平均値

をグラフ 3-2-5 に示す。 

 

グラフ 3-2-5 可燃ごみの三成分と低位発熱量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注) 低位発熱量とは、ごみの全発熱量から水分の蒸発熱等の値を引いた値を表す。  

 

紙・布
42.1%

 厨芥類
18.8%

その他･不燃物
10.8%

木･竹･藁類
7.7%

ビニール類
20.6%

41.6 47.0 49.1 43.6 45.5 47.9 48.5 45.5

44.447.8
53.5

45.9
51.5 50.0 44.6 46.7

4.9 5.2 5.0 4.9 4.5 7.5 7.1 7.8

7,053
7,973

9,218
8,795

9,445 9,268 9,498

8,065

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

kJ/kg可燃分 水分 灰分 低位発熱量
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家庭系ごみ排出量

平成13年度

13,276t
23.0%減

平成22年度

事業系ごみ排出量

平成13年度

206.9%増

平成22年度

ごみ総排出量

平成13年度

18,702t

15,722t

15.9%減

平成22年度

17,234t

797t
2,446t

第３節 ごみ減量化、資源化等の実績 

 

  本市では、どの程度ごみが減量されたか、また資源化の実績は、どの程度で 

あったかを述べる。 

 

１ ごみ減量化の実績 

 本市の過去 10 年の減量化の実績（平成 13 年度に対する平成 22 年度の値）は、

次のとおりであった。 

 

(1) ごみの排出量 

  ごみの総排出量は 15.9％減少し、家庭系ごみも 23.0%減少したが、事業系ご

みは、倍以上の 206.9％の増加であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注) 平成 17 年度以前は、総排出量には集団回収量が入るため、家庭系ごみと事業

系ごみの合計とは合わない。  

 

図 3-3-1 ごみ排出量の実績 
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(2) ごみの原単位（１人１日当たり排出量）  

 ① ごみの総排出量原単位は 7.0％、家庭系ごみの原単位は、14.7％減少したが、

事業系ごみの原単位は、平成 13 年度の倍以上の 239.6％増加した。 

 ② 本市の原単位は、千葉県の原単位（999g）及び全国の原単位（994g）と比

較すると、やや低い状況である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1) 平成 17 年度以前は、総排出量には集団回収量が入るため、家庭系ごみと事

業系ごみの合計とは合わない。  

注 2) 増減割合は、表 3-2-2 の値を掲載している。 

 

図 3-3-2 ごみ１人１日当たり排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭系ごみ排出量原単位

平成13年度

838.7ｇ
14.7%減

平成22年度

事業系ごみ排出量原単位

平成13年度

239.6%増

平成22年度

ごみ総排出量原単位

平成13年度

1,067.4ｇ
993.2ｇ

7.0%減

平成22年度

983.6ｇ

45.5ｇ
154.5ｇ
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項目
年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

集団回収 645 389 659 459 0 0 0 0 0

エコセメント 0 0 89 86 75 50 72 77 78

紙　類 0 0 1,580 1,795 1,649 1,438 1,344 1,271 1,279

金属類 0 0 816 805 651 566 551 493 492

ガラス類 0 0 518 534 407 332 424 503 426

ペットボトル 0 0 116 115 129 163 176 198 181

プラスチック類 0 0 533 684 699 561 624 599 580

布　類 0 0 120 114 83 112 138 146 166

その他 0 0 29 32 12 11 13 214 95

3,153 4,586 4,460 4,624 3,705 3,233 3,342 3,501 3,297

19,541 19,481 19,046 19,965 17,210 17,237 16,137 15,530 15,722

16.1% 23.5% 23.4% 23.2% 21.5% 18.8% 20.7% 22.5% 21.0% 資源化率

 資源化合計

資
源
化
量

 総排出量

２ 資源化の実績 

  表 3-3-1 及びグラフ 3-3-1 は、本市の資源化量及び資源化率の実績である。  

 ① 資源化量の合計は、平成１7 年度以降、減少傾向である。  

② 資源化率は 20％前後である。なお、環境省のデータによると、平成 21 年度の

千葉県の資源化率は、22.4％、全国平均は 19.0％であったため、本市の資源化

率は千葉県と同等であり、全国平均より高いと言える。  

③ 資源化量のうちでは、紙類が最も多く、40％程度である。次いでプラスチック

類、金属類、ガラス類と続く。また集団回収は、18 年度以後は把握していない。  

 

表 3-3-1 資源化量及び資源化率の実績（単位：t/年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *1)エコセメントとは、焼却灰を原料として製造されるセメントのことであり、

焼却灰のリサイクルと最終処分場の延命を目的としている。千葉県では、専用

の工場が建設され、多くの焼却灰をリサイクルして建設資材としている。  
 

グラフ 3-3-1 資源化量及び資源化率の実績（単位：t/年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,153

4,586 4,460 4,624
3,705

3,233 3,342 3,501 3,297

16.1%

23.5% 23.4% 23.2%
21.5%

18.8%
20.7%

22.5%
21.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

（ｔ）

0%

5%

10%

15%

20%

25%

資源化量 資源化率



 20 

分別区分 収集回数 体　制 方　法 ステーション数 指定袋等

①可燃ごみ ２回/週 直営 ステーション 730 箇所 指定袋

②古紙・布類 １回/２週 委託 ステーション 730 箇所 結束

③空き缶 １回/２週 直営 ステーション 710 箇所 カゴ

④空きびん(ガラス類） １回/２週 委託 ステーション 710 箇所 カゴ

⑤ペットボトル １回/２週 直営 ステーション 710 箇所 網袋

⑥不燃ごみ １回/月 直営 ステーション 710 箇所 半透明袋

⑦粗大ごみ 直搬or戸別 直営 戸別 戸別 申込有料

第４節 ごみ処理の状況 

 

  ごみはどのように収集され、処理されているか。また、施設の概要及び処理費用

について述べる。 

 

１ 収集・運搬の状況 

 (1) 収集運搬の状況 

  ① 収集運搬の状況 

    本市では、市内全域を収集区域としているが、収集運搬は、内房地区（富浦、

富山及び三芳地区）及び外房地区（白浜、千倉、丸山及び和田地区）に分けて

いる。 

収集運搬の状況を表 3-4-1 に示す。 

  

表 3-4-1-1  内房地区の収集運搬の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-4-1-2  外房地区の収集運搬の状況  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分別区分 収集回数 体　制 方　法 ステーション数 指定袋等

①可燃ごみ 2回/週 委託・直営 ステーション 811 箇所 指定袋

②空き缶 2回/月 委託・直営 ステーション 811 箇所 

③金物類 2回/月 委託・直営 ステーション 811 箇所 

④空きビン 1回/月 委託・直営 ステーション 811 箇所 

⑤ガラス･せともの 1回/月 委託・直営 ステーション 811 箇所 

⑥ペットボトル 1回/週 委託・直営 ステーション 811 箇所 

⑦容リ法プラ 1回/週 委託・直営 ステーション 811 箇所 

⑧その他プラ 1回/週 委託・直営 ステーション 811 箇所 

⑨古紙、布類 1回/月 委託・直営 ステーション 811 箇所 結束

⑩粗大ごみ 直搬及び戸別 直営 戸別 戸別 申込有料

透明又は
半透明袋
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 ② 収集車両及び受け入れ時間  

    本市の収集車両台数、収集人員、直接搬入の時間帯等を内房地区及び外房地

区の別に表 3-4-2 に示す。 

 

表 3-4-2-1 内房地区の収集車両台数、受け入れ時間等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-4-2-2 外房地区の収集車両台数、受け入れ時間等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集形態

収集物

収集車両 パッカー車 2 ｔ車× 5 台 パッカー車 2 ｔ車× 6 台 パッカー車 2 ｔ車× 1 台

収集人員 10 名 12 名 2 名

収集形態

収集物

パッカー車 2 ｔ車× 1 台

ダンプトラック 2 ｔ車× 2 台 ダンプトラック 2 ｔ車× 4 台

収集人員 2 名 4 名

月曜日～金曜日（年末年始を除く）

受付時間　8:30～12:00・13:00～16:00

月曜日～金曜日（毎月第2日曜8：30～11：30は可、年末年始を除く）
受付時間　8:30～12:00・13:00～16:00

直　　営

一
般
家
庭
ご
み

一般廃棄物

収
　
　
集

直　　営 委　　　託

資源ごみ

収集車両

資源ごみ

直接搬入

収集区域

直　　営 直　　営

粗大ごみ

内房地区

可燃ごみ 不燃ごみ

持込日時等

事業者等の直接搬入及び許可業者
廃
棄
物

事
業
系
一
般

受　入

持込日時等

収集形態

収集物

パッカー車 2 ｔ車× 9 台 パッカー車 2 ｔ車× 2 台

ダンプトラック 2 ｔ車× 8 台 ダンプトラック 2 ｔ車× 2 台

軽トラック 2 台

収集人員 34 名 8 名

直接搬入

一
般
家
庭
ご
み

収集車両

収集区域 外房地区

委　　託 直　　営

可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ

持込日時等

収
　
　
集

一般廃棄物

月曜日～日曜日（祝日は収集のある日は可、年末年始を除く）

受付時間　平日　9:00～12:00・13:00～16:00

　　　　　平日以外の日　9：00～11：30

廃
棄
物

事
業
系
一
般 　　　　　平日以外の日　9：00～11：30

事業者等の直接搬入及び許可業者

持込日時等

受　入

月曜日～土曜日（祝日は収集のある日は可、年末年始を除く）

受付時間　平日　9:00～12:00・13:00～16:00
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数量 単位 時期 数量 単位

可燃ごみ 17 台/日 8月 19 台/日

不燃ごみ 3 台/日 11月 9 台/日

資源ごみ 7 台/日 8月 18 台/日

 委託車両 資源ごみ 3 台/日 12月 11 台/日

 許可車両 可燃ごみ 5 台/日 8月 8 台/日

家庭系 45 台/日 8月 70 台/日

事業系 5 台/日 12月 13 台/日

収集車 35 台/日

直搬車 50 台/日

合計 85 台/日

 直接搬入車両

 直営車両

１日の平均
運行台数

１日の最大運行台数

合　計

数量 単位 時期 数量 単位

可燃ごみ 2.5 台/日 8月 4 台/日

不燃ごみ 2.0 台/日 8月 4 台/日

資源ごみ 2.0 台/日 8月 4 台/日

可燃ごみ 3.4 台/日 8月 15 台/日

不燃ごみ 6.2 台/日 8月 16 台/日

資源ごみ 6.2 台/日 8月 16 台/日

可燃ごみ 8.3 台/日 8月 15 台/日

不燃ごみ 2.0 台/日 8月 5 台/日

家庭系 34.5 台/日 12月 224 台/日

事業系 2.0 台/日 12月 76 台/日

収集車 32.6 台/日

直搬車 36.5 台/日

合計 69.1 台/日

 許可車両

合　計

 委託車両

 直接搬入車両

１日の平均
運行台数

１日の最大運行台数

 直営車両

③ 通行車両台数 

    本市の収集運搬及び直接搬入車両の通行台数を内房地区及び外房地区の別に

表 3-4-3 に示す。 

 

 

表 3-4-3-1 内房地区の通行車両台数の平均及び最大値  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表 3-4-3-2 外房地区の通行車両台数の平均及び最大値  
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分別区分 品　　目　（例） 出し方

空き缶 スチール缶､アルミ缶､調味料類､食料品類､スプレー缶など

空きびん ジュース類、アルコール類、調味料類、食料品類など

古紙・布類 新聞、雑誌、段ボール、紙パック、古着、シーツなど 結束

粗大ごみ
家庭用家電（家電リサイクル法対象廃棄物を除く）、
家具、自転車など

申込有料

透明または
半透明袋

金物類
調理器具、はさみ、かみそり、針金、傘、ハンガー、乾電
池、小型電気製品（例：炊飯器、ポット）など

ガラス
せともの類

ガラス、コップ、鏡、茶碗、皿、急須、植木鉢、蛍光管、
電球、体温計など

ペット
ボトル

ジュース類、アルコール類、調味料類など

生ごみ、紙屑、紙おむつ、貝殻、発泡スチロール、スニー
カー、革製の靴など

指定袋

プラスチック
製容器包装

白色トレイ、袋類、チューブ類、カップ類など

その他のプラ
スチック

バケツ、長靴、ポリタンク、ＣＤ、ビニールホース、ビデ
オテープ、ボトル類、ビニール手袋など

可燃ごみ

(2) 分別の状況 

   本市の分別区分、主な品目及びごみの出し方等を内房地区及び外房地区の別に

表 3-4-4 に示す。 

表 3-4-4-1 内房地区の分別の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-4-4-2 外房地区の分別の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 収集や処理できないごみ  

産業廃棄物、建築廃材、焼却灰、農業用ビニール、Ｐタイル、大型の農機具類、

タイヤ、バイク・原付、ガスボンベ、消火器、自動車、自動車部品、バッテリー、

事業系粗大ごみ、事業系各種機器類、自動販売機、塗料、シンナー、ビニールト

タン、廃油、毒劇物（農薬など）、医薬品など、ブロック、コンクリート、土砂、

瓦、塩ビパイプ、火薬、多量の発泡スチロール、多量のビニール、多量のプラス

チック製品、その他処理が困難なもの。家電リサイクル法等に基づくもの。  

 

分別区分 品　　目　（例） 出し方

空き缶 スチール缶、アルミ缶、調味料類、食料品類、スプレー缶など青色カゴ

古紙・布類 新聞、雑誌、段ボール、紙パック、古着、シーツなど 結束

可燃ごみ

不燃ごみ

飲料用、調味料類など

黄色カゴ空きびん

生ごみ、紙屑、紙おむつ、草、木、発泡プラ、カップ、ビ
ニール容器、バケツ、靴、ＣＤ、ビデオテープ、ポリタン
クなど

指定袋

飲料用類、コップ、めがね、鏡、皿、茶碗、植木鉢、電
球、蛍光管、体温計など

粗大ごみ
家庭用家電（家電リサイクル法対象廃棄物を除く）、
家具、自転車など

申込有料

調理器具、小型電気製品、はさみ、針金、傘、ハンガー、
かみそり、乾電池など

ペットボトル

半透明袋

網袋
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２ ごみの排出量及び処分量の実績 

  表 3-4-5 及びグラフ 3-4-1 は、本市の過去 10 年の排出量及び焼却量、焼却率、

最終処分量及び最終処分率である。  

 （用語の定義） 

  焼却率  ：全ごみ量のうち、焼却された割合（焼却量÷ごみ排出量）  

  最終処分率：全ごみ量のうち最終処分された割合（最終処分量÷ごみ排出量）  

 

 ① 本市のごみの排出量に対する焼却率は平成 19 年度以降、下がっており、75％

前後である。 

 ② 最終処分率は、年度により増減があるが、10％～15％程度である。なお、本市

では焼却施設から発生する灰の一部をエコセメント原料として資源化している。  

 

表 3-4-5 ごみの排出量及び処分量の実績（単位：ｔ） 

 

 

 

 

 

 

 

注 1) 焼却量は、粗大ごみ処理施設等からの可燃残渣が加わるため、可燃ごみ量より多い。 

  注 2) 粗大ごみ処理施設からの丌燃残渣は最終処分し、可燃残渣は焼却するなど、排出さ

れたごみが、他の処分に回るものがあるため、合計は、排出量より多い。 

 

       グラフ 3-4-1 処分別ごみ量の実績（単位：t） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,895
14,576 14,676 14,375

15,238 14,898

13,684

11,865 11,882 12,069

2,302 2,018 2,240 2,095 2,265 2,068 1,882 2,176 1,499
2,432

4,357

3,153

4,586 4,460 4,624
3,705

3,233 3,342 3,501 3,297

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

ｔ 焼 却 量 最終処分量 資源化量

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

排出量 18,031 18,896 19,092 18,387 19,506 17,210 17,237 16,137 15,530 15,722

焼 却 量 13,895 14,576 14,676 14,375 15,238 14,898 13,684 11,865 11,882 12,069

　焼却率 77.1% 77.1% 76.9% 78.2% 78.1% 86.6% 79.4% 73.5% 76.5% 76.8%

最終処分量 2,302 2,018 2,240 2,095 2,265 2,068 1,882 2,176 1,499 2,432

　最終処分率 12.8% 10.7% 11.7% 11.4% 11.6% 12.0% 10.9% 13.5% 9.7% 15.5%

資源化量 4,357 3,153 4,586 4,460 4,624 3,705 3,233 3,342 3,501 3,297
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　名　　　称

　所　在　地

　処理能力

　事業主体

　稼動開始 　昭和５８年４月、排ガス高度処理（平成１４年度）

　処理方式

（焼却炉） 　受入・供給設備 ：ピットアンドクレーン方式

　燃焼設備 ：再燃焼室、二次燃焼室

　燃焼ガス冷却設備 ：水噴射式

　通風設備 ：平衡通風方式

　灰出設備 ：灰ストックヤード

その他の設備

　鋸南地区環境衛生組合

　准連続燃焼式（ストーカ方式）

　可燃性粗大ごみ切断施設、不燃物（缶類）処理施設、ガラス類
　破砕処理施設、ペットボトル圧縮処理施設、ストックヤード

　大谷クリーンセンター

　南房総市検儀谷 260番地

　８０t/日（４０t/１６h×２炉）

　名　　　称

　所　在　地

　処理能力

　事業主体

　竣工年月日 　昭和６０年３月

　安房郡市広域市町村圏事務組合

　粗大ごみ処理施設

　館山市出野尾　540番地

　５０t/日（５h）

　処理内容
　主に不燃性粗大ごみを破砕、選別し、鉄、アルミを資源
　化すると共に可燃残渣と不燃残渣に選別する。

３ 中間処理の概要 

  本市では、可燃ごみに関しては、内房地区は鋸南衛生組合の大谷クリーンセンタ

ーで焼却しており、外房地区は民間委託で処理している。    

丌燃ごみ及び資源ごみは、内房地区は大谷クリーンセンターで処理し、外房地区

は白浜清掃センター及び千倉清掃センターで処理している。  

また、粗大ごみは安房広域が設置及び管理する粗大ごみ処理施設がある。  

  なお、白浜清掃センター及び千倉センターの焼却炉は休止している。  

大谷クリーンセンター及び粗大ごみ処理施設の概要を表 3-4-6 に示す。 

    

表 3-4-6-1 焼却施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-4-6-2  粗大ごみ処理施設の概要 

 

 

 

 

 

 
 

 

４ 最終処分の概要 

  本市の最終処分は、次のとおりである。  

① 内房地区 

  大谷クリーンセンターで発生する主灰及び丌燃残渣は、鋸南衛生組合の青木山

一般廃棄物最終処分場で埋め立て処分している。なお、飛灰は、エコセメントの

原料としている。 

② 外房地区 

処理後の可燃ごみの主灰、丌燃残渣及び飛灰は民間委託で処分している。せと
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可燃ごみ 45リットル 50円

20リットル 30円

粗大ごみ 対象物1点につき 550円

無料

50円

150円

事業系一般廃棄物 150円

処　理　手　数　料　

 指定袋

 申し込み

自
己
搬
入

一般廃棄物

 100kgを超えた場合10kgにつき

 20キログラム以下（1日あたり）

 20kg以上100kgまで10kgにつき

 10キログラムごとに

収
集

　名　　　称

　所　在　地

埋 立 容 量

　竣工年月日

　名　　　称

　所　在　地

埋 立 容 量

　竣工年月日

　名　　　称

　所　在　地

埋 立 容 量

　竣工年月日

　青木山一般廃棄物最終処分場

　平成12年3月

　南房総市富浦町大津字青木山 937番地1

　30,000ｍ
3

　平成9年12月25日

　南房総市千倉一般廃棄物最終処分場

　南房総市千倉町南朝夷789番地

　30,900ｍ
3

　平成10年3月6日

　南房総市和田最終処分場

　南房総市和田町中三原字山田1008番地3

　8,000ｍ3

ものなどの丌燃残渣は、南房総市千倉清掃センター最終処分場で埋立て処分して

いる。最終処分場の概要は、表 3-4-7 のとおりである。 

 

表 3-4-7 埋立処分施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

５ 有料化の状況 

本市及び鋸南衛生組合では、ごみ処理手数料として次の金額を徴収している。  

 

表 3-4-8-1 内房地区の有料化の状況（平成 23 年 4 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-4-8-2 外房地区の有料化の状況（平成 23 年 4 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

45リットル 50円

30リットル 40円

20リットル 30円

10リットル 15円

粗大ごみ 対象物1点につき 550円

無料

50円

150円

事業系一般廃棄物 150円

自
己
搬
入

一般廃棄物

 20キログラム以下（1日あたり）

 20kg以上100kgまで10kgにつき

 100kgを超えた場合10kgにつき

 10キログラムごとに

処　理　手　数　料　

収
集

可燃ごみ  指定袋

 申し込み
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項目
年度 H18 H19 H20 H21 平均

459,452 407,655 508,751 532,318 468,696

人件費 100,696 108,665 83,108 79,769 93,060

処理費 87,105 35,707 38,413 34,739 48,991

収集運搬費 5,111 5,636 13,149 11,894 8,948

中間処理費 67,658 19,679 13,699 18,992 30,007

最終処分費 14,336 10,392 11,565 3,853 10,037

11,400 4,779 0 17,213 8,348

委託費 260,251 258,504 387,230 400,597 326,646

収集運搬費 93,678 86,681 96,590 112,505 97,364

中間処理費 149,816 152,652 275,705 274,500 213,168

最終処分費 5,400 6,437 5,355 2,080 4,818

その他 11,357 12,734 9,580 11,512 11,296

組合分担金 191,783 204,922 204,041 203,032 200,945

651,235 612,577 712,792 735,350 677,989

処理費及び維持管理費

車両購入費

合　　計

６ ごみ処理費用 

 (1) 処理費の実績 

平成 18 年度から平成 21 年度の本市におけるごみ処理経費の推移及び平均値

を表 3-4-9 及びグラフ 3-4-2 に示す。 

総額は約 6 億 8 千万円、人件費は年度による差はあるが約 9 千万円、収集運搬

費は、約 1 億 1 千万円である。 

中間処理費は約 2 億 4 千万円で、最終処分費は約 1,500 万円である。 

また、組合分担金として、鋸南衛生組合への分担金（内房地区分）及び安房広

域への粗大ごみ処理に対する分担金を合わせて約２億円がある。  

 

表 3-4-9 ごみ処理経費の実績（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典：環境省 一般廃棄物処理実態調査結果）  
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101 109 83 80 93
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255
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6
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0

100
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500

600

700

800

H18 H19 H20 H21 平均

百万円 人件費 収集運搬費 中間処理費 最終処分費 組合分担金

項目
年度 単位 H18 H19 H20 H21 H22/平均

ｔ 17,210 17,237 16,137 15,530 15,722

人 45,518 45,002 44,383 43,860 43,373

千円 143,754 133,318 137,442 168,202 145,679

千円 507,481 479,259 575,350 567,148 532,310

 合　　　計 千円 651,235 612,577 712,792 735,350 677,989

収集単価 円/人 3,158 2,962 3,097 3,835 3,359

処理単価 円/人 11,149 10,650 12,963 12,931 12,273

合計単価 円/人 14,307 13,612 16,060 16,766 15,632

１人
当たり

 ごみ排出量

 収　集　費

 処　理　費

 人　　　口

グラフ 3-4-２ ごみ処理経費の実績 （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注)最上段の数値は合計金額である。その他の金額は、中間処理費に含む。  

 

(2) 処理単価 

表 3-4-10 に本市人口 1 人当たりのごみ排出量及び処理単価を示す。本市に

おける人口 1 人当たりの収集・処理費（合計）は、15,632 円である。 

（参考） 

 千葉県と全国の 

 維持管理費 

 

なお、平成 21 年度の人口 1 人当たりごみ処理費の千葉県及び全国の平均は約

11,000 円程度であることから、本市の費用は、やや高いといえる。  

 

表 3-4-10 ごみ量及び人口 1 人当たりの処理単価の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
注 1) H22/平均は、ごみ排出量及び人口は H22 の値で、その他は平均である。  

注 2) 人件費は、収集費：処理費＝１：２とした。  

注 3) 収集単価＝収集費÷人口、処理単価＝処理費÷人口  

   合計単価＝合計費用÷（人口またはごみ量）  

（出典：環境省、一般廃棄物の排出及び処理状況等）  

単位 千葉県 全国

人 6,144,484 127,429,340

年　　間 千円 69,227,246 1,453,965,509

1人当たり 円/人 11,267 11,410
維持経費

人　口
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第５節 廃棄物処理に伴う温室効果ガス排出量の状況 

 

  焼却施設から発生する温室効果ガス発生量について述べる。 

 

本市のごみの焼却及び電気使用量に伴う温室効果ガス排出量の実績（概算）を表

3-5-1 及びグラフ 3-5-1 に示す。 

温室効果ガス排出量は、やや減少していたが、平成 22 年度は増加した。また、

1 人 1 日当たり及びごみ１ｔ当たりの温室効果ガス排出量は、やや増加しているた

め、今後も引き続きごみ減量化に努めることが必要である。  

 

表 3-5-1 本市のごみ焼却による温室効果ガス排出量概算 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ 3-5-1 本市のごみ焼却による温室効果ガス排出量概算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1) 棒グラフは左、折れ線グラフは、右数値。棒グラフの上の数字は、合計排出量である。   

注 2) 計算の概要：本市の焼却を全て鋸南衛生組合の焼却炉で焼却した場合を想定 し、各年

度における施設の電気使用量、廃棄物焼却量及びプラスチック焼却量（廃棄物焼却量×

プラスチック割合）に対する排出係数を乗じ、その値をＣＯ 2 に換算して合計を求めた。

したがって、この計算はあくまでも概算である。  

注 3) 計算は、市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針

（環境省大臣官房）に基づいている。  

要　因 単位 H18 H19 H20 H21 H22

電気使用による t-CO2/年 1,542 1,374 1,236 1,264 1,293

廃棄物焼却による t-CO2/年 269 247 214 214 218

プラ焼却による t-CO2/年 3,050 3,023 2,813 3,029 3,282

合　　計 t-CO2/年 4,861 4,644 4,263 4,507 4,793

人口1人当たり kg-CO2/人 107 103 96 103 111

ごみ１ｔ当たり kg-CO2/ｔ 326 339 359 381 397

4,861 4,644
4,263 4,507

4,793
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第６節 一般廃棄物処理システムによる評価 

 

  本市と類似する都市との比較を行い、本市のごみ処理の課題抽出の参考とする。 

 

「ごみ処理基本計画策定指針」では、ごみ処理の実績を基に市町村は分別収集区

分や処理方法の一般廃棄物処理システムについて、環境負荷面、経済面等から客観

的な評価を行い、市民や事業者に対して明確に説明するよう努めることとしている。 

この指針に基づき、本市の一般廃棄物処理システムについて、類似都市と比較分

析を行い、現状評価及び目指すべき方向性について、検討することとする。なお、

システム分析にあたっては、(財)日本環境衛生センター作成の「市町村一般廃棄物

処理システム評価支援ツール：平成 20 年度実績版」を用いて実施した。  

 

 (1) 類似都市 

本市 の都 市特 性に よ り類 似都市 31 都市 を抽 出し た。 類似 都 市の 概要 を表

3-6-1 に示す。 

表 3-6-1 類似都市の概要 

類似都市の 

概要 

都市形態 都市 Ｉ３（類似市町村数 ３１） 

人口区分 Ⅰ（人口３５,０００人以上、５５,０００人未満） 

産業構造 Ⅱ次･Ⅲ次人口比８５％、Ⅲ次人口比５０％以上 

 

 (2) 類似都市との比較 

表 3-6-2 に、類似都市と本市の比較結果を示す。また、グラフ 3-6-1 に、類

似都市の平均値を 1,000 とした場合の本市の状況を示す。  

 

表 3-6-2 本市と類似都市の比較（平成 20 年度） 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

注 1) 類似都市の平均値を 1,000 として、本市の値が、類似都市より優れている場合は、

その比率が平均値の外側に配置され、劣っている場合は内側に配置される。  

注 2) 表の数値は、集計の差により本章第 2 節、第 3 節及び第 4 節と異なる。  

 

g/人日 ｔ/ｔ ｔ/ｔ 円/人年 円/ｔ

平　　均 877 0.182 0.085 12,246 40,133

最　　大 1,226 0.327 0.224 24,085 87,884

最　　小 586 0.066 0 6,019 18,576

標準偏差 150 0.060 0.058 4,071 14,401

998 0.218 0.135 16,095 47,519

本市 879 1,198 630 761 845

類似都市 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

人口一人当た
り年間処理

経費

最終処分減量
に要する費用

1000分比

南房総市実績

類似都市

標準的な指標

人口一人一日
当たり

ごみ総排出量

廃棄物からの
資源回収率
(RDF除く)

廃棄物のうち
最終処分され

る割合
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グラフ 3-6-1 本市と類似都市の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  この表から、本市は、類似都市と比較して次のことが言える。  

① 人口 1 人 1 日当たりのごみの排出量  

1 人 1 日当たりのごみの排出量については、類似都市の平均値が 877g/人

日に対し本市は 998ｇ/人・日と、やや多い。 

② 廃棄物からの資源回収率  

資源化回収率は、類似都市の平均が 18.2％に対し、本市は 21.8％であり、

本市の資源化率は類似都市平均より高い。  

③ 廃棄物のうち最終処分される割合  

ごみ１ｔ あたり の最 終処分量 は、類 似都 市平均 0.085ｔに対 し、本市 は

0.135ｔと、本市は、37％程度多くなっている。 

④ 人口１人当たり年間処理経費  

本 市 と 類 似 都 市 平 均 の 人 口 １ 人 当 た り 年 間 処 理 経 費 は 、 類 似 都 市 平 均

12,246 円に対し、本市は 16,095 円と、4,000 円近く高くなっている。  

⑤ 最終処分減量に要する費用  

   最終処分減量に要する費用は、次の式で表す。  

（処理及び維持管理費－最終処分費）÷（ごみ総排出量－最終処分量）  

すなわち、ごみを減量化するために必要な費用であり、この金額は、類似都

市平均で 40,133 円/t に対し本市は 47,519 円/t と、7,000 円ほど高い。 
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第７節 問題点と課題 

   

  本市のごみの収集・運搬及び処理・処分に係る問題点と課題は次のとおりである。 

 

１ ごみの発生抑制と排出抑制 

本市の 1 人 1 日あたりのごみの排出量（原単位）は、平成 13 年度に比べて平成

22 年度は 7.0％減少した。また、類似都市の平均よりやや高く、千葉県及び国の

平均原単位に比べて、やや低い状況である。  

また、家庭系ごみの原単位は、平成 13 年度に比べて平成 22 年度は、14.7％減

少したが、事業系ごみの原単位は、45.5ｇから 154.5ｇと、3 倍以上増加した。

そのため、重点的に事業系ごみの減量化を図る必要がある。  

したがって今後は、市民及び事業者に対し、「ごみとなる物を発生させない」こと

を主体として、適切な普及啓発や情報提供、環境教育等を進め、ごみの発生・排出

抑制のための種々の施策を講じていく必要がある。  

 

２ 市民・事業者・行政との協働 

ごみの排出抑制及び資源化率の向上を目指して市民、事業者及び行政の協働によ

るごみの発生・排出抑制及び資源化に取り組むことが必要である。  

なお、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用等については、排出者である市民や

事業者の取り組みに負うところが大きいため、市は市民や事業者の自主的な減量、

分別の徹底などの取り組みを支援していく必要がある。  

 

３ 資源化率の向上 

ごみの種類別の排出量を見ると、家庭系、事業系ともに可燃ごみの割合が非常に

高い。 

可燃ごみには、分別収集して資源化している古紙や布類も多く含まれおり、資源

化が可能ながらも焼却されている。そのため市民や事業者に対して分別の徹底を啓

発していく必要がある。 

今後は、資源となる物、特に紙類を資源ごみとして出すことの徹底などの市民意

識の啓発や、資源ごみの分別区分の見直しなどの資源化施策を講じる必要がある。 

 

４ 収集・運搬 

現在の収集及び運搬は、日々のごみ処理量に変動が生じないように市内を 22 地

区に分け、収集及び運搬を行っている。将来は、地域による人口の増減の変化に応

じた収集区域、収集方法及び収集頻度の見直しを行う。  

また、収集及び運搬は、ごみ処理行政において重要な市民との接点であり、市民

へのサービスと収集及び運搬の効率を常に配慮することが必要である。  



   

 
33 

５ ごみ処理経費の合理化 

近年は、平成22年度を除き、ごみ量は減尐しているが、焼却施設等の維持管理費

は大きな変化はない。そのため、人口1人当たり及びごみ１ｔ当たりのごみ処理経

費は、増加する傾向にある。また、ごみ処理経費は類似都市に比べて高い状況であ

る。 

一方、安全かつ安定的なごみ処理を行うためには、必要以上にごみ処理経費を削

減することは難しいが、様々な角度から経費の合理化に努める必要がある。  

また、ごみ処理費用の合理化にあたっては、環境省が示している「一般廃棄物会

計基準」や「一般廃棄物処理システムの指針」などの活用を検討し、コスト分析や

処理システムの評価を行い、一層の経費削減に努める必要がある。  

 

６ 地球温暖化防止への配慮 

地球温暖化問題は、将来に影響を及ぼす大きな問題につながるため、その対応が

丌可欠である。 

廃棄物を焼却処理する際に発生する二酸化炭素は、地球温暖化に大きく影響を及

ぼすものであり、その排出を抑制することが求められている。  

ただし、安房広域で計画している熱回収施設では、効率の良い発電によるサーマ

ルリサイクルも検討していることから、経済性、効率性、温室効果ガス発生等の総

合的な検討を行い、地球温暖化防止への配慮を行う必要がある。  

    

７ ごみ処理の広域化 

 本市は、本市及び館山市、鴨川市、鋸南町で構成する安房広域において、ごみ処

理の広域化処理を行う計画としている。 

  したがって、１項から６項に述べた課題を本市だけではなく、構成市町全体で検

討していくことが必要である。以下に、検討項目等を示す。 

 

 ○ 安房広域における熱回収施設の建設に向けて、効果的な排出抑制策を講ずること 

 ○ 安房広域におけるマテリアルリサイクル施設の建設に向けて、資源ごみの分別区

分の検討、資源物の回収率と純度を上げる計画を行うこと 

 ○ 安房広域における熱回収施設及びマテリアルリサイクル施設の建設に向けて、効

率的かつ効果的な収集及び運搬の検討を行うこと 

 ○ 広域化に向けて、環境保全を図りつつ、建設費、収集費及び処理費が最も経済的

かつ効率的になるための検討を行うこと 

○ 最終処分量の低減と焼却灰及び残渣の資源化を検討すること 

○ 安房広域における熱回収施設及びマテリアルリサイクル施設の温室効果ガスの

削減を図ること 
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第４章 ごみ処理基本計画 

 

第１節 計画の基本事項 

 

  ごみ処理計画の基本理念及び基本方針を定める。 

 

１ 基本理念 

 本計画の基本理念は、次のとおりとする。  

 

○３Ｒを中心課題として位置づけ、市民、事業者、行政が一体となったごみ処理

システムづくりを推進する。 

 

○循環型社会の形成を踏まえ、収集・運搬及び処理の各段階において資源化を含

めた最適な処理・処分の体制を確保し、快適な生活環境の保全と公衆衛生の向

上に努める。 

 

○環境負荷の低減に配慮した安定的かつ効率的な処理体制の確立。  

 

 

２ 基本方針 

 本計画の基本方針は、次のとおりとする。  

 

(1) ごみの発生抑制（リデュース）と再使用（リユース）の推進及び再生利用（リ

サイクル）の促進 

   循環型社会形成推進基本法における廃棄物等処理の優先順位に基づいて、まず

第一にごみの発生抑制（リデュース）、次に再使用（リユース）に取り組み、ごみ

を減量化したうえで、排出されるごみについては、再生利用（リサイクル）に取

り組む。これにより、可能な範囲でごみを出さない循環型まちづくりを目指す。  

   ごみの発生抑制及び再使用等は、市民及び事業者の主体的な協力が丌可欠であ

ることから、市は積極的にごみに関する啓発や情報提供、環境教育等を推進する

とともに、持続可能な支援を行い、また、適切な施策を行う。 

  再生利用等にあたっては、温室効果ガスの削減など総合的に環境負荷を軽減し

経済性を考慮するような方法の選択に努める必要がある。なお、ごみの発生抑制、

再使用、再生利用を優先した上で、廃棄物の有効活用を図るため、熱回収につい

ても取り組みを検討する。  

また、再生利用を促進するために、家庩系ごみに対しては、学校や地域子供会

等による集団回収の促進、広域化に合わせた分別収集の拡充の検討、各家庩の生

ごみ処理機設置推進などの多様な資源化施策を行う。  
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可燃ごみの減量化対策として、剪定枝などの草木については、資源化を図るた

め民間事業者による中間処理体制の構築を推進する。  

事業系ごみについては、事業者自らが、資源化、適正処理を行うことが原則で、

市の役割は事業者が排出する廃棄物をできる限り尐なくし、事業者の経済負担を

尐なくすると共に、可能な限り資源化を行うよう誘導及び支援を行う。  

(2) 環境に配慮した安全・安定的なごみ処理システムの構築  

   ごみの排出から最終処分に至るまでごみを安全かつ適正に処理を行い、環境に

配慮したごみ処理システムの構築を行う。  

   特に、将来の広域化による熱回収施設建設時にはエネルギー回収や環境へ配慮

した処理施設の整備を目指す。  

(3) 市民・事業者・行政の役割分担と協働による取組の推進  

   市民、事業者及び行政がそれぞれ担うべき役割や責任を明確にし、相互理解を

深め、協力して３R を推進など、環境への負荷が尐ない循環型まちづくりを目指

す。 

 

３ 計画策定のプロセス 

本計画では将来のごみ収集量及び処理に関して、図 4-1-1 に示すフローに沿っ

て計画を策定した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-1 計画策定フロー 

課題及び問題点の整理

現状のまま推移した場合のごみ量の推定

減量化及び資源化の目標設定

発生抑制・排出抑制策 リサイクル施策

発生抑制・資源化施策後のごみ量予測

分別種類、中間処理、最終処分計画
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Ｒ Ｒ
２
　① Reduce 発生抑制
　　　　（リデュース）

　　★ごみの量を減らそう

　マイバッグを持参してレジ袋
を断る。簡易な包装の商品を選
ぶだけでも、ごみを減らすこと
ができます。日用品は最後まで
使い切り、使い捨て商品ではな
く、詰め替え商品を利用するな
ど、ごみそのものを出さないよ
うにしましょう。

　③ Recycle 再生利用
　　　　（リサイクル）

　　★資源に戻そう

　資源として再生できるもの（ア
ルミ缶、スチール缶、ガラスび
ん、紙類、ペットボトル、白色ト
レイなど）は、資源回収に出して
リサイクルしましょう。

　　② Reuse 再使用
　　　 　（リユース）

　　　  ★繰り返し使おう

　再使用できるリターナブル容器
の商品を選びましょう。修理して
使えるものは修理しましょう、ま
た、不要になったものは、人に
譲ったり、フリーマーケットを利
用するなど、ものを繰り返し使い
ましょう。

４ 目標達成のための３Ｒ体系 

  本市の基本理念における３Ｒ体系の概念を図 4-1-2 に示す。 

目標達成のため、①発生抑制（リデュース）、②再使用（リユース）の２Ｒを推進

し、それでも排出されるごみは、③再生利用（リサイクル）を促進する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民や事業者は、まず発生抑制と再使用を行うことを最優先として行動する。  

それでも発生したごみは、経済性、効率性の可能な範囲でリサイクルを行う。  

すなわち、３Ｒのうちでも、発生抑制と再使用を最重要課題とする。  

 

図 4-1-2 本市の３Ｒの概念図 
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H13 H17 H22 H27 H32 H37

48,003 45,988 43,373 42,549 41,958 41,488 －

2,802 2,630 2,524 2,500 2,483 2,468 －

可燃ごみ 13,035 13,480 9,498 8,893 8,388 8,005 -15.7%

不燃ごみ 971 574 172 137 135 133 -22.7%

粗大ごみ 405 504 347 301 299 304 -12.4%

資源ごみ 2,823 3,959 3,259 3,370 3,438 3,478 6.7%

合　計 17,234 18,517 13,276 12,701 12,260 11,920 -10.2%

可燃ごみ 664 846 2,339 2,425 2,409 2,394 2.4%

不燃ごみ 0 0 1 2 2 2 －

粗大ごみ 15 14 29 12 12 12 -58.6%

資源ごみ 118 129 77 79 79 79 2.6%

合　計 797 989 2,446 2,518 2,502 2,487 1.7%

18,031 19,506 15,722 15,219 14,762 14,407 -8.4%

671 459 0 0 0 0 0.0%

18,702 19,965 15,722 15,219 14,762 14,407 -8.4%

 集団回収量

 年間総排出量

事業所（所）

人　口（人）

 年間排出量

家
庭
系
ご
み

事
業
系
ご
み

実績値　　　　 年度
項目

予測値 増減率
(H37/H22)

第２節 ごみ排出量等の予測（このまま推移した場合） 

 

  現状のまま推移した場合のごみの種類別発生量及び原単位の予測を示す。 

 

１ ごみ排出量の予測 

平成 13 年度から平成 22 年度の過去 10 年間の実績を基に、現状のまま推移し

た場合の将来のごみの排出量の予測を表 4-2-1 に示す。 

 また、ごみ収集形態別排出量の予測をグラフ 4-2-1 に示す。 

①平成 22 年度に対する平成 37 年度におけるごみの量は、家庩系ごみ量は 10.2％

減尐するが、事業系ごみ量は、1.7％増加する。排出量としては、8.4％の減尐で

ある。 

② 家庩系ごみのうち可燃ごみ、丌燃ごみ及び粗大ごみは減尐し、資源ごみは増加

傾向である。 

③ 事業系ごみは、ほぼ全てが可燃ごみであり、この量は増加する。  

 

表 4-2-1 ごみ排出量の予測（このまま推移した場合）（単位：ｔ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注) 増減率は、平成 22 年度に対する平成 37 年度の割合である。 
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17,234 18,517

13,276 12,701 12,260 11,920

18,702
19,965

15,722 15,219 14,762 14,407

2,4872,5022,5182,446

989
797

459
671

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H13 H17 H22 H27 H32 H37

ｔ 家庭系ごみ 事業系ごみ 集団回収

実績←　→予測

H13 H17 H22 H27 H32 H37

可燃ごみ 744.0 803.1 600.0 572.6 547.7 528.6 -11.9%

不燃ごみ 55.4 34.2 10.9 8.8 8.8 8.8 -19.3%

粗大ごみ 23.1 30.0 21.9 19.4 19.5 20.1 -8.2%

資源ごみ 161.1 235.9 205.9 217.0 224.5 229.7 11.6%

合　計 983.6 1,103.2 838.7 817.8 800.5 787.2 -6.1%

可燃ごみ 37.9 50.4 147.7 156.1 157.3 158.1 7.0%

不燃ごみ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0%

粗大ごみ 0.9 0.8 1.8 0.8 0.8 0.8 -55.6%

資源ごみ 6.7 7.7 4.9 5.1 5.2 5.2 6.1%

合　計 45.5 58.9 154.5 162.1 163.4 164.2 6.3%

1,029.1 1,162.1 993.2 979.9 963.9 951.4 -4.2%

1,067.4 1,189.4 993.2 979.9 963.9 951.4 -4.2%

事
業
系
ご
み

 総排出量原単位

 排出量原単位

　　　　 年度
項目

家
庭
系
ご
み

実績値 予測値 増減率
(H37/H22)

グラフ 4-2-1 家庩系ごみ及び事業系ごみ量の予測（このまま推移した場合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注) 最も上の数字は、合計量である。  

 

２ ごみ原単位の予測 

  表 4-2-2 に、現状のまま推移した場合のごみの原単位予測を示す。 

 ① 平成 22 年度に対し、平成 37 年度のごみの原単位は、排出量原単位は、4.2％、

家庩系ごみは 6.1％減尐するが、事業系ごみは 6.1％の増加となる、 

② 家庩系ごみのうち可燃ごみ、丌燃ごみ及び粗大ごみは減尐し、資源ごみは増加

傾向である。 

③ 事業系ごみは、ほぼ全てが可燃ごみであり、この量は増加する。  

 

表 4-2-2 ごみの種類別原単位の予測（このまま推移した場合）  

                          （単位：g/人日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注 1) 増減率は、平成 22 年度に対する平成 37 年度の割合である。 

注 2) 総排出量原単位には、集団回収分が含まれている。  
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第３節 ごみ処理基本計画の目標値 

 

  計画目標年度における減量化及び資源化等の目標値を定める。  

 

１ 基本的な考え方 

ごみ減量・資源化を検討するにあたり、ごみ発生及び処理の概念を図 4-3-1 に、

図 4-3-2 に３Ｒ施策の概念を示す。  

循環型社会の基本理念（２Ｒ＋Ｒ）に従い、ごみの減量・資源化を推進するため

に発生抑制と再使用に重点を置いた対策へ転換していくことが重要な目標である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 4-3-1 ごみ発生及び処理処分の概念  

①ごみ潜在発生量：潜在ごみを含め、本市で発生する全ごみ量。（②＋③＋④）

②発生抑制　　　：レジ袋の削減、簡易包装などごみにならない物を買う消費行動、生ごみ

の堆肥化など、ごみそのものを発生させないこと。

③再 使 用　　　：ごみになる可能性のあったものを、修理して使ったり、フリーマーケッ

トなどを利用することなど。

④ごみ総排出量　：発生抑制、再使用できずにごみになる量。（⑤＋⑥）

⑤再生利用　　　：収集とは別に集団回収などにより再生利用される量。

⑥ごみ排出量　　：本市の収集及び事業系ごみの許可収集量と、市等の処理施設に持ち込ま

れるごみの量の合計。（⑦＋⑩）

⑦直接資源化　　：市や鋸南衛生組合の施設で処理はせず、直接再生利用業者に持ち込み、

資源化する量。（例：紙類、布類など）

⑧施設資源化　　：本市や鋸南衛生組合の施設で選別などを行うもの。(例：缶、びんなど)

⑨焼却処理　　　：可燃ごみや可燃残渣を焼却により減量化すること。

⑩中間処理　　　：焼却施設、粗大ごみ処理施設及び資源化施設で処理される量。

⑪処理減量　　　：焼却や、資源化減量された量。

⑫最終処分量　　：焼却灰、処理した不燃残さなど、最終処分を行う量

①
（
ご
み
潜
在
発
生
量
）

ご
み
と
な
る
物
の
全
発
生
量

④
ご
み
総
排
出
量

⑥
ご
み
排
出
量

⑫最終処分量

⑧
施
設
資
源
化

⑨
焼
却
処
理

ごみの減量化対策

ごみの資源化対策

②発生抑制

⑤再生利用
(集団回収)

⑦直接資源化

⑪処理減量

ごみ処理 処分

③再 使 用

資源化 焼却

⑩
中
間
処
理
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  市民、事業者及び行政が協働して、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース） 

及び再生利用（リサイクル）を行うための概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-2 ３Ｒ施策の概念 

 

 

 

 

 

 

中間処理施設

可燃ごみ

粗大ごみ

不燃ごみ

資源ごみ

現
　
在
　
ご
　
み
　
と
　
な
　
っ

　
て
　
い
　
る
　
も
　
の

家庭・事業所の
リサイクル

リサイクル品の選別

資源有効利用促進

熱利用の推進

リサイクルの推進
リサイクル方法の工夫

容器包装リサイクル法
家電リサイクル法
資源有効利用促進法

２
Ｒ
実
施
後
に
施
設
に
搬
入
さ
れ
る
ご
み

資
　
源
　
化
　
量
　
の
　
増
　
加

ごみとならない工夫

（排出抑制）

集団回収など

法　令　等

リサイクル施策

リデュース、リユース リサイクル
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H13 H22 H27 H32 H37

18,702 15,722 14,805 13,991 13,533

－ － 4％削減 8％削減 10％削減

894
１人１日当たり排出量

（ｇ/人･日）
1,067 993 953 914

平成２２年度比

総排出量（ｔ）

項　　目
実績値 目　　標　　値

２ 減量化目標値の設定 

ごみの減量化を進め、平成３７年度の計画目標年度において、以下に示す目標値

を設定する。 

 

(1) 減量化率等の目標 

 

  （目標設定の根拠） 

  ① 千葉県の目標が平成２０年度から平成２７年度で５％の削減を目指している 

ため、これを参考とした。 

② 本市の原単位は、千葉県の平均原単位に比べて３％少ない。 

 

 

  以上の理由により、排出量原単位を１５年間で１０％削減することを第一の 

  目標とした。 

 

 （参考）千葉県の目標（「第 8 次千葉県廃棄物処理計画」平成 23 年 3 月作成） 

 

 

 

 

 

   

  １人１日当たりのごみの総排出量を１０％削減し、平成２２年度９９３ｇ 

から平成３７年度に８９４ｇ以下にする。 

 

 

   平成２２年度                 平成３７年度 

９９３g/人･日     １０％削減       ８９４ｇ/人･日 

  （１５，７２２ｔ）              （１３，５３３ｔ） 
  

注) 排出量＝原単位×人口×365 日÷1,000,000 

   

表 4-3-1 ごみ総排出量の見通し 

 

 

 

  

 

 

    注)総排出量＝家庩系ごみ＋事業系ごみ＋集団回収  

項目

再生利用率

最終処分量

30％以上

13万トン以下

H20年度に対する割合

平成20年度比約5％削減

平成19年度比約5％増加

平成20年度比約22％削減

排出量

一般廃棄物（H27年度目標）

220万トン以下
（一人1日当たり960g以下）
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(2) 家庩における減量化率等の目標  

   

  １人１日当たりの家庭系ごみの排出量を１０％削減し、平成２２年度８３９ｇ 

から平成３７年度に７５５ｇ以下にする。 

 

 

   平成２２年度                 平成３７年度 

   ８３９ｇ/人･日     １０％削減      ７５５ｇ/人･日 

  （１３，２７６ｔ）              （１１，４３５ｔ） 
   

注) 排出量＝原単位×人口×365 日÷1,000,000 

 

表 4-3-2 家庩におけるごみ排出量の見通し  

 

 

 

 

    

 
 

 

 

   

  １人１日当たりの資源物を除く家庭系ごみの排出量を１８％削減し、平成２２ 

年度６３３ｇから平成３７年度に５１９ｇ以下にする。 

 

 

    平成２２年度                平成３７年度 

   ６３３ｇ/人･日     １８％削減       ５１９ｇ/人･日 

  （１０，０１７ｔ）               （７，８６１ｔ） 

注) 排出量＝原単位×人口×365 日÷1,000,000 

 

表 4-3-3 家庩における資源物以外のごみ排出量の見通し  

 

 

 

 

 

 

 

H13 H22 H27 H32 H37

14,411 10,017 9,241 8,530 7,861

－ － 6％削減 12％削減 18％削減

519

平成２２年度比

実績値 目　　標　　値

排出量（ｔ）

項　　目

１人１日当たり排出量
（ｇ/人･日）

823 633 595 557

H13 H22 H27 H32 H37

17,234 13,276 12,508 11,821 11,435

－ － 4％削減 8％削減 10％削減平成２２年度比

755984 839 805 772

排出量（ｔ）

項　　目
実績値 目　　標　　値

１人１日当たり排出量
（ｇ/人･日）
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 (3) 事業所における減量化率等の目標  

   

  事業系ごみの１人１日当たりごみの排出量を７％削減し、平成２２年度 

１５４ｇから平成３７年度に１４３ｇ以下にする。 

 

 

   平成２２年度                 平成３７年度 

   １５４ｇ/人･日     ７％削減       １４３ｇ/人･日 

（２，４４６ｔ）               （２，１６８ｔ） 

注) 排出量＝原単位×人口×365 日÷1,000,000 

 

表 4-3-4 事業者におけるごみ排出量の見通し  

 

 

 

 

 

 
 

  
  

３ 資源化率目標値の設定 

  

※  資源化率の引き上げ  

  

資資源源化化率率のの２２１１％％以以上上をを継継続続すするる 

平成２２年度で２１．０％の資源化率を平成３７年度においても、 

２１％以上を継続する。 

 

 

４ 最終処分量目標値の設定 

 

※ 最終処分量の引き下げ 

  

最最終終処処分分量量をを１１８８％％削削減減すするる 

平成２２年度の最終処分量は、２，４３２ｔであることから 

平成３７年度において、最終処分量を１，９９４ｔ以下とする。  

 

 

 

H13 H22 H27 H32 H37

797 2,446 2,320 2,241 2,168

－ － 3％削減 5％削減 7％削減

143

実績値 目　　標　　値

154 149 146
１人１日当たり排出量

（ｇ/人･日）
46

平成２２年度比

項　　目

排出量（ｔ）
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５ 中間目標年度の目標値の設定 

 

※ 中間目標年度の目標値 

中間目標年度である平成 27 年度及び平成 32 年度の目標値を次のように定め

る。 

 

表 4-3-5 中間目標年度の目標値 

（単位：原単位＝g/人日、最終処分量＝ｔ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準年 中間年 中間年 目標年

H22年度 H27年度 H32年度 H37年度

目　標 － 4％削減 8％削減 10％削減

原単位 993 953 914 894

目　標 － 4％削減 8％削減 10％削減

原単位 839 805 772 755

目　標 － 6％削減 12％削減 18％削減

原単位 633 595 557 519

目　標 － 3％削減 5％削減 7％削減

原単位 154 149 146 143

資源化率 目　標 21% 21% 21% 21%継続

目　標 － 6%削減 12%削減 18%削減

量 2,432 2,286 2,140 1,994

　　　　　　年度
項目

ごみ排出量

家庭系ごみ

資源を除く
家庭系ごみ

事業系ごみ

最終処分量
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第４節 ごみの排出抑制のための方策に関する事項 

 

基本理念及び基本方針に基づき目標を達成するための基本施策を示す。 

  

１ 発生抑制・再使用の推進 

(1) 有料化 

   本市をはじめ、安房広域構成市町等では、有料化に取り組んでいるが、安房広

域圏域内での統一がなされていない。また、料金体系の根拠も統一されていない。

そのため、ごみ処理の広域化に向けて、ごみ処理料金の統一に向けた制度の見直

しを図る。 

   料金制度の設定及び統一については、構成市町の実施している有料化によるご

みの減量効果等を勘案して検討を行う。  
 

(2) 家庩における排出抑制と再使用の推進  

   家庩生活が環境へ負荷を不えていることを自覚し、再生品の使用促進、使い捨

て品の使用抑制に努め、ごみを出さないライフスタイルを実践する。  

  ○エコバッグ運動と過剰包装の辞退  

    構成市町ではレジ袋の使用の抑制するため、市民にエコバッグ持参を奨励し

ている。買い物時にはエコバッグを持参すると共に、過剰包装を断るなど、家

庩内へのごみの持ち込みを極力減らす。  

○フリーマーケット・バザー等の活用  

    地域や学校、民間団体で開催される丌用品交換等のイベントに積極的に参加

及び協力し、衣料や家庩用丌用品の資源化に努める。  

○生ごみの減量化と堆肥化 

    生ごみを排出する際は水切りを徹底してごみの減量化をする。また、生活環

境に支障をきたさない範囲でコンポストや生ごみ処理機による堆肥化に努める。 

  ○廃食用油の回収 

    家庩から排出される植物性廃食用油の回収に協力し、資源化及び河川等の水

質保全に努める。 

  ○剪定枝等の資源化 

    家庩から排出される剪定枝等は、原料として活用し、再生事業者等と連携し

ながら資源化に努める。 

○集団回収への積極的参加  

    地域や学校等で行う集団回収に積極的に参加、協力を行い資源化の向上に努

める。 
 

(3) 事業者における排出抑制と再使用等の推進 

   事業者は、自らの事業活動に伴って生じるごみについて自らの責任における適

正処理を行うと共に、排出抑制、再資源化等によりその減量に努める。  
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○排出者や拡大生産者責任に基づく３Ｒと適切な処理  

ごみの適正な処理及び３Ｒの推進は事業者の方策を実行することはもとより、

国及び地方公共団体の施策に連携・協力を行う。  

○排出抑制、再資源化に配慮した製品の使用  

    ごみになりにくい製品、３Ｒに適した製品、再生材料を使用した製品等の購

入を推進し、資源化への取組を図る。  

    また、生産事業者、流通事業者等のその販売過程において個々の方策を実行

することにより効果的な減量化、資源化の促進を図る。  

○従業員意識の高揚 

    従業員のごみの減量化・資源化に関する意識の高揚を図ると共に、消費者の

目線に立ち、消費者に対するごみの減量意識の啓発活動に努める。  

 

(4) 行政における排出抑制と再使用等の推進  

   本市における市民、事業者、行政の役割分担を明確にしつつ、ごみに対する総

合的かつ計画的な施策の推進を図り、互いに協力し合える体制の整備を行う。  

○市民等への情報提供 

    環境にやさしい生活の実践などについての情報を、広報誌等を通じて行い、

ごみの減量化方策をわかりやすく、継続的に行う。  

○事業者への情報提供 

    国、県及び安房広域構成市町等における減量化施策や適正処理について速や

かに情報提供を行い、自主回収品目の指導等を行う。  

    また、多量排出事業者自らが減量化・資源化計画を策定する場合においては

助言・指導を行う。 

○公共施設での施策 

    本市及び安房広域構成市町庁舎及び関係公共施設でのごみの排出抑制、分別

徹底はもちろんのこと、事務用品の購入等においては詰め替え製品や再生素材

を使用した製品を優先して選定する。  

    また、ロビー等を活用したポスター掲示など環境啓発普及活動に努める。  

○生ごみ処理機・廃食用油再生利用  

    生ごみ処理機の設置補助を推進し、市民による生ごみの堆肥化を支援する。     

また、廃食用油の再生利用を推進する。  

 

(5) 環境教育の推進 

教育委員会、社会教育団体、小・中学校等と連携して幅広い世代に対応した効

果的な環境学習を推進する。特に環境教育は学校教育の一環として位置づけられ

ていることもあり、地球・生活・ごみの関係性等について、一人ひとりがすべき

ことを次世代を担う子供たちが理解をする機会を拡充する。  
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  ○ごみ処理施設見学会の実施  

    ごみ処理施設の見学者に対して、ごみ処理についての現状や問題点を説明し、

ごみの減量化や資源化の重要性に関する社会意識の啓発を行う。  

    また、小中学校単位で実施している社会科見学などの行先として積極的に選

定してもらうように努める。  

  ○環境学習の提供 

    ごみの処理方法の講習やリサイクルの体験学習などの講座の開催等の活動の

推進を検討する。 

 

(6) 非定住者に対する施策 

本市の地域特性として、夏には海水浴観光、冬から春にかけては花観光と多く

の観光客が訪れ、観光客から発生するごみは地域的な特質した問題となっている。 

ごみのポイ捨て防止運動の推進及び持ち帰り運動の推進などを積極的・継続的

に行い協力を呼びかける。  

 

２ 処理体制 

(1) 家庩ごみの処理体制の現状と今後  

分別区分及び処理方法については、第７節１家庩系一般廃棄物の表 4-7-1 の

とおりとする。 

なお、広域化に当たっては、現状では、内房地区の焼却を行っている鋸南衛生

組合の焼却炉は稼働開始後２9 年を経過し、老朽化が進んでいる。また、広域圏

内の焼却炉も老朽化が進む一方、本市の千倉清掃センター、白浜清掃センターを

はじめ、圏内で休止している焼却炉もある。  

そのため、今後の広域ごみ処理については、構成市町と安房広域の役割を明確

にする。その観点から、本市ではごみの発生抑制、収集・運搬、資源ごみの資源

化及び市民の啓発活動を行い、安房広域では可燃ごみ、丌燃ごみ、粗大ごみ及び

資源ごみの中間処理と最終処分並びに中継施設を含む各施設の維持管理を行うこ

ととする。また、リサイクル可能なごみの分別方法が安房広域構成市町等で異な

ることから、今後は家庩系ごみの分別の種類の統一に向けて協議していくことと

する。更にこれと並行して中間処理施設への搬入品目及び資源化品目の統一を協

議していく。 

なお、安房広域による新たな中間処理施設及び新たな最終処分場は、平成 32

年度の稼働開始を目標とする。  

 

(2) 事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後 

事業系一般廃棄物を排出している事業所に対して、事業系一般廃棄物の減量

化・資源化について指導を行うとともに、周知徹底を図る。  

安房広域構成市町は、引き続き事業者に対し、減量化・資源化について徹底す
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るよう啓発活動を推進する。  

 (3) 一般廃棄物処理施設で併せて処理する産業廃棄物の現状と今後 

広域化施設においては、基本的には、産業廃棄物は受け入れないこととするが、

「併せ産廃」と認定できる物に関しては安房広域構成市町と協議・検討を行い、

受け入れの可否を検討する。ただし、事業者には、資源化を徹底した上で、受け

入れることを条件とする。  

 

(4) 広域化に向けて今後の処理体制の要点  

◆ 可燃ごみについては、当面は現在の処理体制を継続し、平成 32 年度以降に

ついては、新たな中間処理施設（熱回収施設）において処理し、効率的なエネ

ルギー回収を図る。 

◆ 粗大ごみ、丌燃ごみについても、当面は現在の処理体制を継続し、平成 32

年度以降については、新たな中間処理施設（マテリアルリサイクル施設）にお

いて処理を行い、有価物の回収を図る。  

◆ 中間処理施設において、処理された後に残る丌燃残渣及び焼却残渣は、平成

32 年度の広域処理開始以後は、最終処分場の供用も開始し、埋め立てること

を前提とする。 

ただし、現在、安房広域及び安房広域構成市町において熱回収施設の処理方

式を検討中であるため、この検討結果により、溶融方式を採用する場合は、ス

ラグ及び金属類は、資源化を行う。また今後、効果的かつ経済的な灰等の資源

化技術が開発された場合は、資源化を検討する。  

◆ 最終処分は、焼却残渣等を可能な範囲で資源化した上で、安房広域により最

終処分場を建設し、埋め立てる。  

なお、安房広域で計画する新たな熱回収施設は、20 年以上の稼働を予定し

ているため、最終処分場は、20 年間の埋立容量として安房広域において計画

する。 

◆ 本市の資源化は当面、本市及び鋸南衛生組合で実施するが、広域化による中

間処理施設の建設までの間に本市、鋸南衛生組合、安房広域及び安房広域構成

市町と資源の種類別処理主体の協議・検討を行う。  

◆ 本市は、東京湾及び太平洋に面しており、海岸漂着ごみが多い。これらのご

みに関しては、新たな熱回収施設で処理するものとする。  

◆ 安房広域圏域内のし尿処理施設から発生する汚泥は、含水率を 70％以下に

することで、熱回収施設で受け入れることも可能とする。  
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第５節 新たなごみ減量化等の施策を実施した後のごみ量予測 

 

第３節で目標値を定め、第４節で示した基本施策を実施した場合のごみ量予測 

を示す。 

 

１ 減量化及び資源化割合の設定 

ごみの減量化及び資源化の割合を次のように設定する。このままで推移した場合

の予測値に対して、新たな施策を実施した場合の毎年のごみ減量化及び資源化の割

合は、特に事業系ごみの減量化を重点として表 4-5-1 のように設定した。 

 

表 4-5-1 毎年の減量化及び資源化割合の設定値  

  家庭系ごみ 事業系ごみ 資源ごみ 

毎年の減量化 -0.6% -0.9% － 

毎年の増加 － － 0.4% 

 

 

２ ごみ排出量の予測 

  新たなごみ減量化等の施策等によるごみ排出量の予測を表 4-5-2 に示す。 

 

表 4-5-2 ごみ排出量の予測（新たな施策実施後）（単位：ｔ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
注) 増減率は、平成 22 年度に対する平成 37 年度の割合である。 

H13 H17 H22 H27 H32 H37

48,003 45,988 43,373 42,549 41,958 41,488 －

2,802 2,630 2,524 2,500 2,483 2,468 －

可燃ごみ 13,035 13,480 9,498 8,626 7,884 7,284 -23.3%

不燃ごみ 971 574 172 132 127 121 -29.7%

粗大ごみ 405 504 347 292 280 277 -20.2%

資源ごみ 2,823 3,959 3,259 3,437 3,576 3,687 13.1%

合  計 17,234 18,517 13,276 12,487 11,867 11,369 -14.4%

可燃ごみ 664 846 2,339 2,325 2,185 2,073 -11.4%

不燃ごみ 0 0 1 0 0 0 －

粗大ごみ 15 14 29 12 11 11 -62.1%

資源ごみ 118 129 77 83 82 84 9.1%

合  計 797 989 2,446 2,420 2,278 2,168 -11.4%

18,031 19,506 15,722 14,907 14,145 13,537 -13.9%

671 459 0 0 0 0 －

18,702 19,965 15,722 14,907 14,145 13,537 -13.9% 年間総排出量

 集団回収

人　口（人）

事
業
系
ご
み

 年間排出量

家
庭
系
ご
み

事業所（所）

　　　　年度
項目

実績値 予測値 増減率
(H37/H22)
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17,234
18,517

13,276 12,487 11,867 11,369

18,702
19,965

15,722
14,907 14,145 13,537

2,1682,278
2,4202,446

989
797

671
459

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H13 H17 H22 H27 H32 H37

ｔ 家庭系ごみ 事業系ごみ 集団回収

実績←　→予測

13,699 14,326
11,837 10,951 10,069 9,357

2,941
4,088

3,336
3,520

3,658
3,771

18,702
19,965

15,722
14,907

14,145
13,537

121
127

132
173

574
971

288
291304

376

518
420

459
671

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H13 H17 H22 H27 H32 H37

ｔ 可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 資源ごみ 集団回収

実績←　→予測

(1) 家庩系ごみ及び事業系ごみの量  

   グラフ 4-5-1 は、家庩系ごみと事業系ごみの予測である。表 4-5-2 より、家

庩系ごみは、14.4％の減量、事業系ごみは、11.4％の減量、総排出量は、13.9％

の減量となる。 

 

グラフ 4-5-1 家庩系ごみと事業系ごみの排出量予測（新たな施策実施後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注) 最も上の数字は、合計量である。  

 

 (2) ごみの種類別の量 

   グラフ 4-5-2 は可燃ごみ、丌燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみ量の予測である。

可燃ごみ量は 21.0％の減量、丌燃ごみは 30.1％の減量、粗大ごみは 23.4％の

減量となる。また、資源ごみは 13.0％の増加である。 

 

グラフ 4-5-2 ごみの種類別排出量予測（新たな施策実施後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注) 最も上の数字は、合計量である。  
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H13 H17 H22 H27 H32 H37

可燃ごみ 744.0 803.1 600.0 555.4 514.8 481.0 -19.8%

不燃ごみ 55.4 34.2 10.9 8.5 8.3 8.0 -26.6%

粗大ごみ 23.1 30.0 21.9 18.8 18.3 18.3 -16.4%

資源ごみ 161.1 235.9 205.9 221.3 233.5 243.5 18.3%

合  計 983.6 1,103.2 838.7 804.0 774.9 750.8 -10.5%

資源を除く 822.5 867.3 632.8 582.7 541.4 507.3 -19.8%

可燃ごみ 37.9 50.4 147.7 149.7 142.7 136.9 -7.3%

不燃ごみ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 －

粗大ごみ 0.9 0.8 1.8 0.8 0.7 0.7 -61.1%

資源ごみ 6.7 7.7 4.9 5.3 5.4 5.5 12.2%

合  計 45.5 58.9 154.5 155.8 148.8 143.1 -7.4%

1,029.1 1,162.1 993.2 959.8 923.7 893.9 -10.0%

資源を除く 822.5 867.3 632.8 582.7 541.4 507.3 -19.8%

1,067.4 1,189.4 993.2 959.8 923.7 893.9 -10.0%

増減率
(H37/H22)

　　　　年度
項目

実績値 予測値

 排出量原単位

事
業
系
ご
み

家
庭
系
ご
み

 総排出量原単位

３ ごみ原単位の予測 

  新たなごみ減量化等の施策を実施した場合の原単位の予測を表 4-5-3 及びグラ

フ 4-5-3 に示す。 

この結果、家庩系ごみ原単位は 10.5％の減量、資源を除く家庩系ごみの原単位

は、19.8％の減量、事業系ごみ原単位は、7.4％の減量、排出量原単位は、10.0％

の減量となり、目標を達成する。  

 

表 4-5-3 ごみの原単位の予測（新たな施策実施後）（単位：g/人日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ 4-5-3 ごみの原単位の予測（新たな施策実施後） 
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白抜き＝このままの予測
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△▲＝家庭系ごみ　　□■＝事業系ごみ　　○●＝排出量

実績←　→予測
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　7.4%
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第６節 新たなごみ減量化等の施策を実施した後の資源化率とごみの処理処分量 

 

新たな施策後の資源化率及び焼却量、最終処分量の予測を示す。 

 

１ ごみ排出量・処分量及び資源化率の予測 

新たなごみ減量化等の施策実施後のごみ排出量・処分量及び資源化率の予測を表

4-6-1 に示す。また、広域化計画に影響を不える焼却量、最終処分量及び資源化率

をグラフ 4-6-1 に示す。 

① 焼却量は、平成 22 年度の 15,722ｔから 13.9％減尐し、13,537ｔとなる。 

② 最終処分量は、平成 22 年度の 2,432ｔから 40％減尐し、1,459ｔとなる。 

③ 資源化率は、平成 22 年度の 21.0％から 21.7％となる。 

 

表 4-6-1 ごみ排出量、処分量の予測（新たな施策実施後）（量の単位：ｔ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1) 焼却割合と最終処分率の分母は排出量。資源化率の分母は、総排出量である。 

 注 2) H32 年度から容リ法プラは焼却による熱回収にするため、一時的に資源化率

は下がる。 

グラフ 4-6-1 ごみの焼却量、最終処分量及び資源化率の予測（新たな施策実施後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,895
15,238

12,069 11,649 10,911

2,302 2,265 2,432
1,721 1,550 1,459

11,594

23.2%

21.7%

20.1%

22.5%

21.0%

23.3%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H13 H17 H22 H27 H32 H37

ｔ

18.0%

19.0%

20.0%

21.0%

22.0%

23.0%

24.0%

焼却 最終処分 資源化率

H13 H17 H22 H27 H32 H37

18,702 19,965 15,722 14,907 14,145 13,537 -13.9%

18,031 19,506 15,722 14,907 14,145 13,537 -13.9%

13,895 15,238 12,069 11,649 11,594 10,911 -9.6%

77.1% 78.1% 76.8% 78.1% 82.0% 80.6% －

3,263 2,725 2,044 2,244 2,295 2,345 14.7%

2,302 2,265 2,432 1,721 1,550 1,459 -40.0%

12.8% 11.6% 15.5% 11.5% 11.0% 10.8% －

4,357 4,624 3,297 3,358 2,844 2,937 -10.9%

23.3% 23.2% 21.0% 22.5% 20.1% 21.7% －

最終処分量

　　最終処分率

資源化

　　資源化率

総排出量

排出量

焼却量

　　焼却割合

焼却以外の中間処理

増減率
(H37/H22)

　　　　 　　　年度
項目

実績値 予測値
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H17 H22 H27 H32 H37

 資源化量合計 4,624 3,297 3,358 2,844 2,937

集団回収 459 0 0 0 0

エコセメント 86 78 78 78 78

金属類他（粗大施設） 0 0 44 44 44

紙　類 1,795 1,279 1,357 1,419 1,469

紙パック 0 0 2 2 2

金属類 805 492 533 556 574

ガラス類 534 426 471 491 508

ペットボトル 115 181 203 211 218

プラスチック類 684 580 629 0 0

布　類 114 166 0 0 0

その他 32 95 41 43 44

 ごみ総排出量 19,965 15,722 14,907 14,145 13,537

 資源化率 23.2% 21.0% 22.5% 20.1% 21.7%

項目

年度 予測値実績値

資
　
源
　
化
　
量

２ 資源化量の予測 

  現在のままの分別区分で推移した場合の品目別の資源化量及び資源化率を表

4-6-2 に示す。 

 

表 4—6-2 現在の分別区分で推移した場合の資源化量と資源化率  

（単位：ｔ）   
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第７節 ごみの分別収集区分 

 

将来の収集における分別区分と事業系廃棄物の取り扱いについて。 

 

１ 家庭系一般廃棄物 

現在、家庩系一般廃棄物については、第３章第１節のとおり、内房地区及び外房

地区の別に分別を行い、排出されたごみを本市、鋸南衛生組合又は委託業者により

収集する体制を取っているほか、直接搬入も行っている。当面は、この分別区分に

よることとする。この分別区分のほかに、廃食用油を回収のうえ、バイオディーゼ

ル燃料化（廃食用油を使ってバイオディーゼル燃料を作ること）を実施している。 

なお、現在本市を含めた 4 市町等で行っているごみ処理の広域化計画において、

構成市町等と協議・検討を行い、効率的かつ経済的な分別区分を定めるものとする。 

表 4-7-1 は、現在の分別区分と将来の分別区分の例である。  

 

表 4-7-1 家庩系ごみの分別収集区分の見直し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なお、平成 32 年度に広域化施設が稼働を開始する時期から将来の分別区分を開

始するものとする。 

更に表 4-7-1 のほか、本市では剪定枝等の資源化を検討することとする。  

  また、容器包装リサイクル法に基づくプラスチック類に関しては、将来はサーマ

ルリサイクル（熱利用）として広域化による熱回収施設で発電等を行うこととし、

分別は行わない計画とする。  

 

 

方　法 指定袋等

可燃ごみ ① 可燃ごみ ステーション  指定袋

粗大ごみ ② 不燃ごみ ステーション  袋収集

空き缶 ③ 粗大ごみ 戸別収集

空きびん　 ④ びん類 ステーション  袋収集

ペットボトル ⑤ 缶類 ステーション  袋収集

古紙・布類 ⑥ ペットボトル ステーション  袋収集

⑦ 白色トレイ ステーション  袋収集

⑧ 発泡スチロール ステーション  袋収集

金物類 ⑨ 乾電池 ステーション  袋収集

ガラス･せともの ⑩ 飲料用紙パック ステーション  結束

容リ法プラ ⑪ 古紙類 ステーション  結束

その他プラ ⑫ 布　類 ステーション  結束

⑬ ステーション  袋収集蛍光管、体温計

現行の分別区分 将来の分別区分

全　市

資
　
源
　
ご
　
み

上
記
に
加
え

内房地区 不燃ごみ

外房地区
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２ 事業系一般廃棄物 

事業系一般廃棄物は、許可業者による搬入及び事業者自ら持込を行うこととなっ

ている。現在の分別区分は、「可燃ごみ」、「丌燃ごみ」及び「資源ごみ」である。  

事業系一般廃棄物については、排出実態の把揜を行い、多量排出事業者に対する

指導、減量化を推進していくこととする。  

また、事業系一般廃棄物の運搬等処理を行っている事業者に対し処理方法などを

適正に指導、監督し、かつ実態を把揜することによりごみの減量化を推進する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
56 

第８節 ごみ処理計画 

（ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項） 

 

収集運搬、中間処理及び最終処分計画の概要を示す。  

 

１ 収集・運搬計画 

(1) 収集・運搬に関する目標（平成 37 年度） 

  
 

・３Ｒの推進を図るために分別区分の見直しを行う。  

  ・各地区の人口の増減や高齢化等などに伴い、必要に応じた収集・運搬体制の  

見直しを行う。 

     

 

(2) 収集区域 

収集区域は本市全域とする。  

 

(3) 収集・運搬体制 

    計画目標年度（平成 37 年度）における収集・運搬体制を表 4-8-1 に示す。 

 

表 4-8-1 収集・運搬体制（平成 37 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 注) 収集主体及び収集形態は、今後の本市及び安房広域構成市町との協議による。 

 

排出方法 収集方式 方　法 収集主体 収集形態

指定袋 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 直営／委託

袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 直営／委託

 戸別収集 申込制 戸別 市・鋸南衛生組合 直営／委託

びん類 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

缶類 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

ペットボトル 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

白色トレイ 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

発泡スチロール 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

乾電池 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

飲料用紙パック 結束 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

古紙類 結束 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

布　類 結束 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

持込み等 － － － －

持込み等 － － － －

袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

分別区分

粗大ごみ

剪定枝等

廃食用油

蛍光管、体温計

資
源
ご
み

可燃ごみ

不燃ごみ
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(4) 収集・運搬計画 

① ごみ集積所の運営・管理  

ごみ集積所は、行政区などの協力により清潔・安全に管理されているが、食

品ごみなどがカラスなどにより散乱している場合があるため、必ず当日に出す

ことを徹底する。 

② 収集運搬車両の適正化 

収集運搬車両の更新の際は、ハイブリッド車両、天然ガス車両等の導入を検

討し、温室効果ガス排出量を削減する等環境負荷低減に努める。  

③ 適正処理困難物等 

市が収集及び処理を行わないものは、第 3 章 4 節 1-(3)のとおりであるが、

これらの品目及び、「在宅医療廃棄物」に関しては、原則として医療機関、販売

店、専門業者等での引取りを引き続き指導していく。  

なお、広域化施設の稼働に向けて、安房広域構成市町等と協議・検討を行い、

適正処理困難物の統一化を図る。  

 

２ 中間処理計画 

(1) 中間処理に関する目標 

  中間処理は、ごみの分別ごとに安全かつ衛生的な適正処理を行い、併せて、ご

みの減量化、資源化に努め、最終処分量の軽減を目指す。  

また、ＣＯ２の発生をできるだけ抑え、周辺環境への影響を最小限にした処理

を行うとともに、発電等により熱エネルギーの有効利用を図ることを目標とする。 

 

 

        中間処理の目標（新たな施設計画に向けて）  

 

・安全かつ衛生的な中間処理を行う。  

・焼却により発生するエネルギーの有効利用を行う。  

・効果的な資源化を行い、最終処分量の軽減に努める。  

・周辺環境の保全に十分な配慮をする。  

 

 

 

 

(2) 中間処理体制及び処理方法  

  計画目標年度（平成 37 年度）における中間処理体制及び処理方法の概要を表

4-8-2 に示す。 
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表 4-8-2 中間処理体制及び処理方法の概要（平成 37 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注) 資源ごみの中間処理及び処理主体に関しては、今後、本市及び安房広域構成市

町との協議による。 

 

３ 最終処分計画 

(1) 最終処分に関する目標 

  

・最終処分場の適正管理により、埋立廃棄物の安定化・無害化を図る。  

 ・ごみの排出抑制、資源化に努めつつ、中間処理を行うことで最終処分量の低減化

を図り、最終処分場の延命化に努める。  

・最終処分場は、安全かつ安定的な処分場計画とする。   

 

 

(2) 最終処分の方法 

最終処分場は、広域で計画する中間処理施設とともに建設を行う計画とするが、

灰等の飛散を防止し、浸出水量をできるだけ尐なくするなど、安全性を充分に考

慮した施設とする。 

 

 

 

 

 

 

 

中間処理施設 中間処理方法 処理主体

熱回収施設  焼却等（発電及び熱利用）

 破砕→選別(鉄・アルミ資源化)→残渣焼却

 粗破砕の後、不燃ごみと共に処理

びん類  色別選別→資源化→残渣は埋立

缶類  磁力･アルミ選別→資源化→残渣は埋立

ペットボトル  不純物選別→資源化

白色トレイ  不純物選別→溶融→資源化

発泡スチロール  不純物選別→溶融→資源化

乾電池  ストック→資源化

飲料用紙パック

古紙類

布　類

マテリアル施設  ストック→処理委託

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

資
源
ご
み

マテリアル
リサイクル

施設等

安房広域
または市

安房広域

蛍光管、体温計

直接資源化  市内の再生利用業者に資源化を委託

分別区分
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４ ごみ処理体系 

  図 4-8-1 に計画目標年度におけるごみ処理フローを示す。本案を基に、安房広

域構成市町等で検討し、広域化施設の稼働までに決定する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注) 熱回収施設を溶融施設とした場合は、焼却灰は資源化する。 

図 4-8-1 ごみ処理フロー（計画目標年度） 

 

可燃ごみ

資源物

不燃ごみ 鉄

粗大ごみ アルミ

びん類 カレット

缶　類 ｽﾁｰﾙ･ｱﾙﾐ

ペットボトル ペット

トレイ等 スチロール

乾電池 マンガン等 再生委託

蛍光管･体温計 水銀等 再生委託

再生利用
業者委託

再生利用
業者委託

古紙類

飲料用紙パック

布　類

焼却灰
埋立、エコセメント
または焼成等

熱回収施設
焼却飛灰

埋立､エコセメント､
焼成または山元還元
等

収 集 ご み

残渣

委 託 収 集

広 域 化 施 設

リサイクル施設

破砕、選別

選別（透明･茶）

選別（鉄･ｱﾙﾐ)

選　別

選別・溶融

選別・保管

選別・保管

広 域 化 施 設
または委託
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第９節 施設整備計画（ごみ処理施設の整備に関する事項） 

 

広域化による施設計画の必要性及び計画の概要を示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 広域化計画による中間処理施設の更新 

(1) 熱回収施設（焼却施設）  

本市の内房地区のごみ処理を行っている鋸南衛生組合の焼却施設は、昭和 58

年の稼働開始後すでに 29 年を経過し、一般的な耐用年数をはるかに超えている。

また安房広域圏内の焼却施設も全て稼働後 25 年以上を経過している。  

表 4-9-1 及びグラフ 4-9-1 は、環境省の資料による平成 21 年度現在の全国

の焼却炉稼働年数であるが、26 年以上経過した施設は全体の 22％に過ぎず、

78％が 25 年未満での更新等を行っていると推察される。すなわち、本施設は現

時点でも既に建て替えを検討する時期となっている。  

一方、焼却施設の建て替えには、多額の資金が必要であり、また排ガス高度処

理の必要性などから、維持管理費（運営費）も高くなる。  

そのため、周辺市町との検討を行った結果、広域化（館山市、鴨川市、南房総

市及び鋸南町）による熱回収施設を建設することとする。   

表 4-9-1 平成 21 年度現在の経過年数別の稼働施設（全 1,096 施設） 

経過件数 施設数 累積数 
割合 

経過年数 施設数 累積数 
割合 

割合 累積 割合 累積 

 0～10 年 207 207 19% 19% 26～30 年 126 984 12%  90% 

11～15 年 230 437 21% 40% 31～35 年 81 1,065 7%  97% 

16～20 年 264 701 24% 64% 36～40 年 29 1,094 3% 100% 

21～25 年 157 858 14% 78% 41 年～ 2 1,096 0% 100% 

出典：環境省、一般廃棄物実態調査より、施設整備状況のうち、地方公共団体名が記載

されている焼却、ガス化溶融施設数。なお、休止、廃止、建設中の施設を除く。  

広域ごみ処理施設の整備方針は以下のとおりとする。 
 

  ～～  安安房房圏圏域域全全体体のの環環境境保保全全とと活活性性化化にに繋繋ががるる広広域域ごごみみ処処理理施施設設  ～～  
  
 今後、建設を進める広域ごみ処理施設等については、緑に囲まれた立地を活か

して、安房圏域内の子供からお年寄りまで、 住民全体を対象に「自然環境の大

切さ」、３Ｒに基づく「リサイクルの大切さ」等の環境全般の意識向上と学習に

資する施設整備を行う。 

 併せて、その施設が安房圏域全体の住民生活に溶け込み、安全性と重要性が認

識され、循環型社会形成における、環境とエネルギーに関する理解が住民全体で

共有される体制づくりを推進する。 
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グラフ 4-9-1 平成 21 年度現在の稼働施設経過年数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) マテリアルリサイクル施設  

 現在、本市を含めた安房広域構成市町等では、丌燃性粗大ごみの処理を安房広

域の粗大ごみ処理施設で行っているほかは、資源ごみや丌燃ごみの処理は、それ

ぞれ行っている。 

 リサイクル施設に関しても、焼却施設と同様に、単独の市町で建設する場合は、

建設には多額の資金が必要であり、維持管理費（運営費）も高い。  

そのため、安房広域構成市町等との検討の結果、広域化によるマテリアルリサ

イクル施設を建設することとする。  

 

２ 中間処理施設の目標及び概要 

 (1) 中間処理施設の目標  

中間処理施設の目標は次のとおりとする。  

  

・安全かつ安心で、周辺地域に役立つ施設計画とする。  

・排ガス等の自主規制値は、先進事例を参考に、安全な値とする。  

・適正な規模で維持管理費の安価な施設計画とする。  

・熱回収を行い、発電等をすることでエネルギーを有効利用する施設とする。 

・循環型社会形成に向けた環境学習の拠点となる施設とする。  

・災害時は、防災や避難場所として利用可能な施設とする。  

 

 

 

 (2) 計画位置 

   施設の計画位置は、南房総市富浦町大津・居倉地区とする。  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

施設数

0

200

400

600

800

1,000

1,200

累積施設数 累積

稼働
年数

17年-50%

19年-40%

22年-30%

26年-20%

31年-10%



   

 
62 

 (3) 計画の概要 

  ① 全体計画 

   広域化の全体計画概要を表 4-9-2 に示す。 

 

表 4-9-2 広域化の全体計画概要 

構成市町  館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 

計画主体  安房郡市広域市町村圏事務組合 

計画施設 

 熱回収施設（可燃ごみ処理、ボイラ・タービン発電） 

 マテリアルリサイクル施設（不燃・粗大ごみ、資源ごみ処理） 

 最終処分場（埋立物は検討中：焼却灰、不燃残渣等） 

計画年度  平成３２年度 

計画位置  南房総市富浦町 大津・居倉地区 

 

  ② 熱回収施設    

   熱回収施設の計画概要を表 4-9-3 に示す。 

 

表 4-9-3 熱回収施設の計画概要 

熱回収施設 

計画規模 １７０t/日 処理（１日２４時間運転） 

熱 回 収 ボイラ・タービン発電（高効率） 

排 ガ ス 自主規制値設定予定 

排   水 生活排水以外は無放流とする 

 

③ マテリアルリサイクル施設    

   マテリアルリサイクル施設の計画概要を表 4-9-4 に示す。 

 

表 4-9-4 マテリアルリサイクル施設の計画概要  

マテリアル

リサイクル

施設  

計画規模 ３２ t/日 処理（１日５時間運転） 

処理対象 

粗大ごみ、不燃ごみ 

  破砕・選別し、鉄・アルミを資源化（残渣は焼却） 

缶 類：鉄及びアルミに分け、圧縮して資源化 

びん類：透明、茶等に選別し、資源化 

ペットボトル：圧縮梱包し、資源化 

ストック 

ヤード 

資源物の搬入及び搬出ヤード 

処理不適物、その他必要なストックヤード 

プラザ 

部 門 

中古品再生利用工房及び展示室 

学習室、エコショップ等 
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(4) 施設計画 

   本市では、これまで、ごみの適正処理とごみの減量化等の推進を図ってきた。 

計画する熱回収施設は、限られた資源の有効活用やエネルギーの有効活用を進

め、環境への負荷の低減を図り、熱回収施設として循環型社会の実現を目指すこ

ととする。 

なお、計画する施設の建設は、循環型社会形成の推進を図ることを目的として、

平成 16 年 11 月に創設された循環型社会形成推進交付金制度を活用して行う。  

また、施設整備に当たっては、広域化処理の動向や民間事業者の創意工夫を活

用する建設・運営方式を調査し、従来手法と比較し、本市及び構成市町に最も適

した施設整備の検討を行う。  

(5) 環境保全対策 

環境保全に関しては、関係法令に定められた規制基準値を遵守することはもと

より、先進施設の事例を参考としつつ、適切な自主基準を設けることで環境負荷

をできる限り軽減する。 

 (6) 可燃ごみ処理の技術動向  

   可燃ごみの処理方法の概要を表 4-9-5 に示す。 

熱回収施設は可燃ごみを焼却して灰を埋め立てるか資源化する方法であり、ガ

ス化溶融は、ごみの持つエネルギー（焼却熱）を利用してスラグ（ガラス状の物

質）にして路盤材等に利用するものである。  

   また、熱回収施設以外の方法として堆肥化、炭化及び亜臨界処理があるが、い

ずれの方法も処理した後に残る製品の安定的な需要先確保が課題である。  

   そのため、現時点での可燃ごみ処理は、熱回収施設として発電を行い、サーマ

ルリサイクル（熱利用）を行うこととしている。  

 

表 4-9-5 可燃ごみの処理方法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概　　　　　要処理方法

熱
回
収
施
設

焼却
ストーカ炉

流動床内を400℃程度にし、ごみをガスと炭素にし、その燃焼熱で
次工程の溶融炉で溶融する。

流動ガス化炉

流動床炉

400℃程度の回転する横型炉でごみをガスと炭素にし、その燃焼熱
で次工程の溶融炉で溶融する。

キルン

最も一般的は焼却方式で稼動する火格子の上にごみを載せ、時間を
かけて燃焼させる。
准連続式炉に多い方式で、熱風で砂が流動する炉内にごみを入れて
短時間で焼却する。

ガス化
溶融

シャフト炉
溶鉱炉と同じ原理で、コークスとごみを入れ、コークスの熱でごみ
を約1,700℃で溶融する。

生ごみを発酵させて堆肥にする。電気を使った短時間発酵と、数十
日の発酵方式がある。

亜臨界処理
2MPa×200度程度の蒸気（亜臨界水）でごみを分解し、肥料や燃料
にする。

可燃ごみをほぼ無酸素状態で熱し、炭化して燃料や土壌改良材に使
用する。

炭　化
そ
の
他

堆肥化
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 (7) ごみ処理フローの概要 

計画する広域化施設における、ごみの処理フローの概要は、およそ次の図

4-9-1 のとおりである。 

なお、熱回収施設の方式（焼却のみ又は溶融を行う）については、現在、安房

広域及び構成市町で検討中である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *1) 主灰：焼却炉で燃やした後に残る灰で、処理方法は図中の 3 方法がある。 

  *2) 飛灰：焼却炉や溶融炉から排ガスとともに出たあと、集じん器（耐熱性の布）

で捕集される灰で、処理方法は、図中の 2 方法がある。 

  *3) 焼成：1,200℃程度でガラス化し、路盤材等に利用する方法。  

  *4) 山元還元：飛灰中に含まれる重金属を精錬し、抽出する方法。  

  *5) スラグ：高温でガラス状にした固化物を路盤材等に利用する方法。  

*6) 修理等：粗大ごみのうち、使用できるものを修理して市民頒布などを行う。 

*7) 透明･茶等：ガラスを透明、茶、その他に選別し、各色ごとに資源化する。      

     

図 4-9-1 ごみ処理のフローの概要 

 

 

 

最終処分

主灰*1 エコセメント 再生利用

焼却 焼　成 *3 再生利用

飛灰*2 最終処分

山元還元 *4 金属抽出

溶融 スラグ *5 再生利用

可燃残渣 焼却等

破砕 選別 金属類 再生利用

破砕・溶融等 再生利用

修理等 *6 住民還元

缶類 選別 鉄・アルミ 再生利用

びん類 選別 透明･茶等 *7 再生利用

ペット 選別 ペット原料 再生利用

可燃ごみ

再生利用可能なもの

資源ごみ

不燃ごみ
粗大ごみ 不燃残渣
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３ 最終処分場計画 

  最終処分場は、熱回収施設の方式及び灰処理方法により、容量が大きく異なる。

そのため、具体的な計画は、近い将来に決定することとするが、最終処分場の目標

は、次のとおりとする。 

   

・安全かつ安心な施設とする。  

・無理のない範囲での資源化を進め、最終処分場容量を尐なくする。  

・原則として、クローズド型最終処分場とし、浸出水を極力抑え、灰等の飛散

がない施設とする。 

 

 

なお、熱回収施設の方式（焼却のみか、溶融方式としてスラグを資源化するか）

などにより、最終処分量は変わる。また、焼却の場合でも、焼却灰や焼却飛灰を資

源化することは可能であり、この場合も最終処分量は変化する。  

熱回収方式及び灰処理方式に関しては、本市を含めた安房広域内で充分な検討を

行い、選定するものである。そのためこれらの方式選定が決定した後に、最終処分

場容量が決まるが、その例を表 4-9-6 に示す。 

このうち、最も最終処分量が多い方法は案１であり、現時点では、20 年間の埋

め立て量として約 13 万 m3 程度と予想される。 

どの方法を採用するかは、今後、安房広域内で安全性、効率性及び経済性を検討

して決定することとしている。  

 

表 4-9-6 熱回収方式及び灰処理方式による最終処分等の方法一覧  

  案１ 案２ 案３ 案４ 

主 灰 埋立 埋立 資源化 資源化 

飛 灰 埋立 資源化 埋立 資源化 

不燃残渣 埋立 埋立 埋立 埋立 

例の説明 

案 1：ストーカ炉等で、灰を全て埋め立てる場合  

案 2：ストーカ炉等で、飛灰を山元還元するなどの場合  

案 3：ガス化溶融等で、スラグを資源化し飛灰は埋め立てる場合  

案 4：ガス化溶融等で、スラグを資源化し飛灰は山元還元するなどの場合  
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４ 計画工程の概要 

  安房広域で計画する施設の工程は、およそ次の表 4-9-7 のとおりである。 

 

表 4-9-7 広域化施設建設の工程概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1) 地域計画とは、「循環型社会形成推進地域計画」といい、国に対する国庨交付金

申請にあたるものである。  

注 2) 環境影響評価は、千葉県の「環境影響評価条例」に基づいて行うもので、施設

の工事中及び稼働後の周辺環境に及ぼす影響を予測し、それを評価するもので、評

価結果により、計画の一部見直しを行うこともある。  

注 3) 基本計画・基本設計とは、計画施設及び関連施設に関する基本的な事項を決め

るとともに、全体配置、機器仕様等の選定を行うものである。  

注 4) 発注仕様書は、計画施設を発注するに当たり、構成市町及び安房広域の意志を

反映して作成するものである。  

注 5) 建設工事は、取り付け道路の建設に続き、造成工事を行い、その後、熱回収施

設、マテリアルリサイクル施設及び最終処分場建設工事を行う。なお、これらの工

事に関しての実施設計は、工事受注者が行うこととなる。  

  また、本体工事の建設には約 3 年かかるため、施設の稼働開始は、平成 32 年度

となる予定である。 

基本構想・地域計画

環境影響評価

測量・地質調査

基本計画・基本設計等

発注仕様書等

建設工事

　取付道路・造成工事

　実施設計

　本工事 ○稼働

H27 H28 H29H23 H24 H25 H26 H31 H32H30
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第１０節 計画のフォローアップと事後評価 

 

本計画の事後評価に関すること。  

 

(1) 概要 

計画の達成状況を把揜し、本計画に定める事項を総合的・計画的に進めるため、

事後評価を実施する。 

なお事後評価は、中間目標年度の平成 27 年度に行うほか、必要に応じて適宜

行う。 

 

(2) 実施手順と実施時期 

事後評価は、本市担当部局にて行い、その結果を南房総市環境審議会に報告を

行うものとする。 

南房総市環境審議会は、報告された事後評価について審議を行い、改善すべき

点があると認めたときは、意見の具申を行うものとする。  

事後評価の実施時期は、事後評価の対象となる年度の翌年度に行うものとする。 

 

(3) 実施方法 

本計画に従い、評価対象の施策毎にあらかじめ設定した目標の達成状況を客観

的な指標などによって測定し、施策に係る現状や課題などの分析を踏まえて、評

価を行う。 

 

(4) 事後評価の視点 

当該施策の目標の達成状況を把揜し、必要性、効率性や有効性の観点のほか、

その他必要な観点から評価を行うとともに、今後の取り組むべき課題を明確にす

ることとする。 
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